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はじめに 
 

2023 年 4 月 1 日、新たに研修企画スタッフとして赴任してきた 4 名を歓迎する会場で、ひとりの職員
が、ポーランド・ワルシャワのコルチャック記念館に行った話をし始めました。「いつか、研修センター
で行きましょう」と熱く語る姿を見ていて、思い出すことがありました。2016 年 2 月、当時、福岡市児
童相談所の所長だった私、里親担当係長、児童福祉司の３人で、英国のロンドンとオックスフォードに
行ったのでした。日本財団の助成による脱施設化（Deinstitutionalization）を学ぶ研修です。理念を学
ぶだけでなく、オックスフォード県の児童相談所（CSC）の里親担当ソーシャルワーカー、民間フォス
タリング機関の方々、そして、Goodman 教授（「日本の児童養護」の著者）らと会って直接話を聴くの
はとても貴重な経験でした。研究者や実践者の生の声に触れた 3 人はさっそく改革に取り掛かりました。
児童相談所のフォスタリング部門を残しつつ、民間フォスタリング機関を導入しました。また、家庭移
行支援係を設置し、パーマネンシー保障の理念のもと、長期間措置されている子どもの家庭復帰や家庭
移行を実現していきました。 

海外で現地の人との対話を通じて学ぶこと気づくことは多くあります。それは、組織や現場の新たな
改革につながっていきます。研修センターでの研修では、国内の優れた実践や改革を紹介することはあ
っても海外の実践を直接学ぶことはありません。コルチャック記念館を訪問する、そんな機会がいつか
来るのだろうかという思いを抱えながら、月日は経過しました。 

 
2024 年 8 月、日本財団の高橋恵里子さんと話すことがありました。高橋さんは、各自治体に助成を続

けてきた日本財団の立場で、児童福祉法が改正されても改革が遅々として進まない現状を憂えていまし
た。確かにそのとおりと言わざるを得ません。児童相談所など自治体の現場の職員は、今のままではよ
くないと思い、何か、新たな取り組みが必要と感じながらも、そのことを調べ学ぶ時間さえありません。
児童福祉施設職員が海外に視察に行く研修はあっても行政職員が行く研修はありません。そうであるな
ら、研修センターが行政職員を対象とした海外視察研修を企画するというアイデアが、私や研修センタ
ーのスタッフ間で浮かんできました。現場から離れて海外の実践や改革に触れる機会を提供しよう、そ
こから、全国各地で改革が進んでいくのではないか。こういった流れの中で、この海外視察研修の構想
が始まったのです。 

 
この海外視察研修の初年度に行くべきところとして最初に浮かんだのは、年間 390 万件の虐待通告が

ある米国において、先進的な改革を先導していったケンプセンターとそのお膝元であるコロラド州です。
というのも、2022 年日本子ども虐待防止学会ふくおか大会でお招きしたケンプセンター・リサ・マーケ
ル・ホルグインさんの講演はとても刺激に満ちたものだったからです。この時のコーディネートと通訳
をお願いした畠山由佳子先生に打診してみたところ、ふたつ返事でした。「ぜひ行きましょう、ケンプセ
ンターへ、そして、コロラドへ」 

こうして、2025 年 2 月、コロラド州へ 12 人が旅立ったのでした。不安と期待を胸に。 
 

西日本こども研修センターあかし  
藤林 武史 
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             実施要項 

 

      

家庭養育推進及び児童虐待予防にかかる自治体職員向け海外視察研修 

（通称：あかし・日本財団海外研修） 

実施要項 

1 趣旨・目的 

2022 年（令和４年）の改正児童福祉法の内容の多くが、2024 年から 2025 年にかけて施行
されます。これに伴い、日本の児童福祉施策は大きな変革の時を迎え、児童相談所など児童福
祉の最前線は発想の転換を迫られています。「指導から支援へのパラダイムシフト」「当事者参
画とアドボカシー」「パーマネンシー保障」「予防的支援や家庭維持」「本格的な里親支援体制
の構築」「社会的養護の現代化」「司法関与の強化」など、欧米等の諸外国において 10〜20 年
前に始まっていた施策をわが国で円滑に実施するためには、既に長年にわたって実践してきた
海外の施策形成者や実践者との交流を通じて、その発想の核となるものに触れ、実践上の課題
やその後の変遷を肌身で感じることが重要です。 

そこでこの度、西日本こども研修センターあかしでは、こども家庭庁の「虐待・思春期問題
情報研修センター事業」の一翼を担う機関として、児童相談所設置自治体主管課職員と児童相
談所職員を対象に、海外視察研修を企画しました。 

この研修を通じて、参加者の皆さんが、 
・ 世界各国の児童福祉の仕組みや実践に触れ、そこからの学びを自身の自治体における児童

福祉施策の立案や実践の向上に結び付けること 
・ 訪問する国の人々との対話を通じて、視野や見識を広めること 
・ 参加者同士の連帯感を醸成するとともに、視察後もネットワークを維持し、自治体相互の

枠を超えて実践人材の育成に寄与すること 
を目的としています。 

 

2 主催 

  公益財団法人 こども財団 （西日本こども研修センターあかし 運営法人） 
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3 助成 

  日本財団 
 
4 訪問先 

アメリカ合衆国コロラド州 

⑴  ケンプセンター 

（The Kempe Center：National Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect）（※）  

⑵ コロラド州内の複数の自治体（群）や教育機関 
 
※ ケンプセンターについて 

こどもマルトリートメントに関する領域における主導的な存在として、国際的にもよく知ら
れている研究・研究所。コロラド大学医学部小児学科内に設置されており、「こどもへのマルト
リーメントに対する深い理解とその予防」「こどもと家族の生活をより良いものにすること」を
ミッションとして掲げている。「創造性、研究、そして発見」を基盤として、以下の 6 つの領域
においてミッションを達成しようとしている。 
 
① エビデンスに基づくこども虐待ネグレクトへの再現可能な予防及び治療のプログラム開発 

例：トラウマ関連の臨床及び現場における介入法、年長児の加害防止プログラム、フォス
ターユースに対するメンタープログラム など 

② こども家庭福祉の大きな枠組みに対する変革 
例：DR（Differential Response）や FGDM（Family Group Decision Making for children 

at risk of abuse and neglect）の研究及び普及 
③ 公的なこども家庭福祉システムにおける、施策及び現場の実践者たちの実務の改善 

例：公的機関に対する SV やコーチング、現場における多職種でのケースレベルに対する 
意思決定システムの理解と改善 

④ こどもマルトリートメントに対する研究、こども家庭福祉施策がもたらす結果やコストの
評価、そしてその結果の施策へのフィードバック 

⑤ 付属の外来クリニック、入院病棟、緊急サービスにおける多・異専門職による臨床サービ
スの提供 

⑥ 州および全米レベルでの政策や法改正に対する、こどもと家族のためのより良い支援を求
めるアドボカシー活動 

 

５ 期間 

  2025 年 2 月 8 日（土）〜2 月 15 日（土） 
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日次 月日 地名 現地時刻 行程

 成田国際空港 集合
 （第１ターミナル 南ウィング４階 Eカウンター付近）

 成田国際空港より空路、デンバーへ（直行便）

 デンバー国際空港 到着
 到着後、専用車にてホテルへ

デンバー 泊
 
 ホテルロビー 集合

 研修参加者の顔合わせ

  以後、自由行動
デンバー 泊

 
 ホテルロビー 集合
 専用車にて、視察研修へ

 ケンプセンター 到着
 （午前）・ケンプセンターの概要説明
     ・児童福祉の予防、研修、トレーニング、システム改革の
      全国的概観
 （午後）・児童福祉の施策枠組みについて
      （連邦政府/コロラド州/地方）
     ・コロラド州児童福祉におけるイノベーション
     ・里親制度に関する対話
 ケンプセンター 出発
 ホテル 到着

デンバー 泊
 
 ホテルロビー 集合
 専用車にて、視察研修へ         ラリマー郡福祉局 到着
 （午前）・児童保護サービスの理解
      （紹介・インテーク・アセスメント（DR））
     ・模擬REDチーム
     ・家族会議の実践
 （午後）・ウォームライン-モデル（虐待という文脈のホットライン
      に変わる新しい窓口）に関する説明
     ・コロラド州内外における児童福祉の実践と政策の改善に
      おける研究の役割
 ラリマー郡福祉局 出発
 ホテル 到着

デンバー 泊

 
 2024年度 家庭養育推進及び児童虐待予防にかかる自治体職員向け海外視察研修 行程表
         （Japan Child Welfare Delegation Group：JCWDG）

1 2/8 (土)

成田

デンバー

14:30

17:30発

12:10着

3 2/10 (月)

デンバー 8:15

9:00

17:00
17:45

2 2/9 (日)

デンバー 10:45

11:00

12:30

4 2/11 (火/祝)

デンバー

ラリマー郡
(ﾌｫｰﾄｺﾘﾝｽﾞ)

7:30

9:00

16:30
18:00

視察スケジュール
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日次 月日 地名 現地時刻 行程
 
 ホテルロビー 集合
 専用車にて、視察研修へ
 コロラド大学ボルダー校 到着
 （午前）・キンシップケアと家族参加について
                     （ボルダー郡福祉局の視点から）
     ・IFCA理事長（Kathryn Goldfarb）との対談
 コロラド大学ボルダー校 出発
 専用車にて、ジェファーソン郡へ
 ジェファーソン郡福祉サービス 到着
 （午後）・フォスターケアプログラム、ファミリータイムについて
 ジェファーソン郡福祉サービス 出発
 ホテル到着

デンバー 泊
 
 ホテルロビー 集合
 専用車にて、視察研修へ
 ケンプセンター 到着
 （午前）・法制度の概要説明
     ・ペアレント・アドボケイト・プログラムについて
     ・LEAP（Lived Experts Action Panel）
                       ユース・ツールキットについて
 （午後）・コロラド州における児童福祉の再構築及びCW変革の取組
     ・総括的な対話・感想
 ケンプセンター 出発
 ホテル 到着
 

デンバー 泊

 ホテルロビー 集合
 専用車にて、デンバー国際空港へ
 デンバー国際空港 到着
 デンバー国際空港より空路、成田へ（直行便）

機内 泊
 
   成田国際空港到着後、解散

8:00

9:00

13:30

14:30

17:00
17:45

8 2/15（土） 成田 15:45着

7 2/14（金）

デンバー 8:00

8:30
11:30発

6 2/13（木）

デンバー 8:30

9:30

16:30

5 2/12(水)

デンバー

ボルダー

ｼﾞｪﾌｧｰｿﾝ郡
(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ)

デンバー
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視察先の概要 
 
1． はじめに 

筆者は本海外研修には、企画段階から参加させ
ていただき、研修センタースタッフと現地協力者
である Lisa Merkel‐Holguin 氏 (Kempe Center) 、
Angela Lytle 氏(Foster America)と共に幾回も話
し合いを重ねて案を練った。その際に、「楽しか
った研修旅行」で終わらせるのではなく、帰国後、
参加者一人ひとりそれぞれの自治体での「変革」
につなげていく「動機づけ」をもたらすような
「ストーリー」を研修内容に持たせることを目的
に、出発前の事前研修から研修内容および帰国後
も継続した活動のロードマップを考えた。それは
時間と労力を消費するものではあったが、貴重な
機会を提供してもらえるのだから、最大の効果を
生み出すものにしたかったのだ。その筆者の思い
は現地の長年の大切な友人である Lisa と Angela
は十二分に理解をしてくれていたため、現地での
準備、視察団を受け入れてくださるすべての方々
にその思いを事前に共有してもらうようにお願い
した。「今までちょっとおかしいな」と思ってい
ながらも「忙しいから」を理由に繰り返していた
日常的なルーティンを打ち破るような「真のこど
もと家族のためのこども家庭福祉の実践」を参加
者に見せてほしい、感じさせてほしいと現地の 2
人にはお願いした。参加者の実践者としての芯の
部分を揺さぶるような内容にしたいと招聘側のす
べての関係者も伝えてもらった。 

「知ることは責任を持つこと」―私が学生たち
によく言う言葉である。この貴重な機会で得た新
たな体験や気づきを、これからの日本のこども家
庭福祉をよりよくするためにつなげることが参加
した一人ひとりの責任となる。「知ったからには、
同じではいられない」と思わされる研修にしたい
と思ったし、そうなったと自負している。この研
修は「はじまり」なのだ。 
 Lisa がこの海外視察研修グループを「Japan 
Child Welfare Delegation Group」と名付けてく 

 
れた。こうして私たちは「Delegation ―使命を託
されてきた人たち」として、コロラド州を訪れる
ことになったのである。 
 
２．視察のねらい 
 本研修において参加者に学んでほしい点を次の
4 点として視察先とゲストスピーカーを選定した。 
・リサーチと研修と変革のつながり 
・こども虐待対応からの脱却 
・パーマネンシー保障としての家庭支援 
・Lived Experience Experts（LEE；こども保

護・社会的養護で対象としての経験を活かした
専門家）との協働 
個人的には、そもそも「視察」という日本語が

「見学にやって来た」みたいであまり好きではな
い。今回の海外研修では、見学や話を聴いている
だけ以上の、そこにいる人たちが引き込まれるよ
うな体験をできるだけたくさんしてもらうという
ことを念頭においたものとした。また、5 日間の
短い期間となるので、できる限り効率的に現地で
しか学べないことに集中してもらうため、基礎情
報については渡米前に理解してもらうこととした。 
 
３．事前学習 

まずは事前学習として、アメリカのこども家庭
福祉制度の歴史的背景について学んでもらったう
えで、主な連邦法と制度的枠組み、その価値であ
る「こどもの安全」「こどもと家族のウェルビー
イング」そして「こどものパーマネンシー」につ
いてその意味を理解してもらっておく必要があっ
た。ゆえに、参加者全員に 2 回（2 時間/回）のオ
ンライン事前学習を行う形とした。 
 
(1) アメリカ合衆国におけるこども保護に関わる

歴史的背景と連邦法 
 アメリカ合衆国のこども保護施策（こども虐待
対応施策）はどのような軌跡を辿り、今ある場所 
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視察先の概要 
 
にたどり着いたのだろう。まずは参加者に今の変
革がなぜ必要となったのかを理解してもらうため
に歴史的背景についての事前学習を行った。 
 アメリカ合衆国で最初のこども虐待ケースとし
て社会が対応したのは、1874 年のメアリーエレ
ンのケースだった。当時、動物虐待防止協会はあ
るのに、家庭内の暴力にさらされた子どもたちを
守る手立てはないことが問題視された。その結果、
全国で児童虐待防止協会（The Society for the 
Prevention of Cruelty to Children）が創立された。
この団体は民間団体であったため、その活動には
制限があり、権限を持った行政がこどもを守る役
割をすべきだという声が次第に高まった。 
 一方で里親制度は現行のものとは異なる形で発
展していった。1800 年代半ばから 1900 年代初め
にかけて、都会の貧困街の身寄りがいない又は虐
待されたこどもたちを「救済」を名目に中西部の
農場に里子として連れていく民間団体の取り組み
が活発化した。しかしながらこの時代の里親措置
は、こどものためではなく、受け入れ側となる里
親にとって安い労働力を確保するためのものだと
いう指摘もあった。これらの里子たちが乗せられ
て東部から中西部に向かう列車は「孤児列車
（orphan trains）」と呼ばれ、1850 年〜1929 年
までに 100, 000 人がこの制度を利用して里子とな
った。しかし、当時の里親制度では解決できない
問題が 1950 年代には明るみになり始める。一度
措置されたこどもたちはほぼ 18 歳になるまで放
置されたままになり、その子たちに対するケアな
どは全くない状態だった。また、複数の里親家庭
にたらいまわしされる現象が頻繁に起こり始めた。
原家族に対する支援は全くなく、家族再統合など
も試みられかった。結果、里親措置された後に、
元の家族から断絶されるこどもも少なくなかった。
また里子にされた多くのこども達が貧困層のこど
も達であった。 
 一方で 1974 年にはアメリカ合衆国で初めてこ 

 
ども虐待・ネグレクトに対する法整備（こども虐
待 防 止 と 治 療 法; Child Abuse prevention and 
Treatment Act）が連邦レベルで整い、全米のす
べての州においてこども虐待に対する通告対応お
よび調査制度を整えることが義務付けられた。同
時に、調査結果の加害者と被害者のデータベース
を 各州で整備することも求められた。この連邦法
はアメリカ合衆国における現行のこども虐待対応
システムを確立させた法律であり、日本の児童虐
待防止法（2000 年制定）にあたるものと言える。
通告・調査制度が整ったものの、その後の対応に
当たる在宅支援や家庭外措置後の支援については
その後の課題として残された。特に家庭外措置さ
れた後のこども達のケア、家庭復帰に向けての支
援が全くないこと、また複数の里親の元にたらい
まわしされることなどが問題として残り、その対
策が急務となった。この法律によって、2000 年
以降は養子縁組数が 57％増加したが、親権喪失に
対する時間制限には多くの批判が上がり、現在も
それは続いている。 

 
 続いて、1980 年連邦法である「養子縁組支援
と 児 童 福 祉 法 （The Adoption Assistance and 
Child Welfare Act）はその後のアメリカ合衆国の
こども家庭福祉の枠組みを作った法律である。こ
の法律では、こども家庭福祉の 3 つの柱である 
1） パーマネンシー保障を目標としたケースマネ 
ジメントである「パーマネンシープランニング 
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視察先の概要 
 
(permanency planning)」、2）家庭外措置の措置
先を決める基準となる「最も制限の少ない（こど
も の 元 の 環 境 に 近 い ） 措 置 環 境 （the least 
restrictive environment）」、３）措置予防及び家
族 再 統 合 に 対 す る 「 正 当 な 努 力(reasonable 
efforts)」が定められた。 
 しかしその後、1990 年代になると再び家庭外
措置されるこども達が増加し始めた。その背景に
は、コカインの流行による親の薬物依存ケースの
増加や若年層の母親の増加があるといわれている。
また、1990 年初頭には死亡事例が続いたことも
あり、1997 年に新たな連邦法である「養子縁組
と 安 全 な 家 族 法 （The Adoption and Safe 
Families Act）」が制定された。この連邦法は、こ
どもの安全を第一に優先し、養子縁組の促進を図
ることを目的としたものである。パーマネンシー
プランニングにおいて、2 つ以上のパーマネンシ
ー目標を並行して設定するコンカレントプランニ
ングや、家庭外措置してから一定の期間を経ても
家庭再統合が難しい場合は、養子縁組促進のため
に実親の親権喪失のプロセスを始める時間制限を
設けた。また、その後、アメリカ合衆国のこども
家庭福祉の 3 つの目標である「パーマネンシー」
「子どもの安全」「子どもと家族のウェルビーイ
ング」の目標設定とその達成を可視化と公表のた
め の デー タ ベ ー ス（Child and Family Service 
Review）が設立された。 
 2018 年新たな連邦法「家族優先予防サービス
法（Family First Prevention Services Act）」が制
定された。この法律では、エビデンスが証明され
た予防サービスにタイトル IV-E（里親ケアおよび
養子縁組支援のための予算）の使用を認めたもの
である。この法律によりアメリカ合衆国はこども
虐待対応から予防的措置への転換に舵を切ったこ
とになる。 
 
 

 
(2) アメリカ合衆国のこども虐待対応システムの

変遷とシステムからの離脱 
 多くの国に共通して、アメリカ合衆国のこども
虐待に対する対応システムは「児童虐待という事
象の発見」以来、早期発見のために「通告の制度
の整備」がなされ、家族の中に介入する制度が整
えられた。通告制度が成熟してくると件数が増加
し、当初の対応の対象である身体的虐待に加え、
ネグレクトや心理的虐待の割合が高くなる傾向が
ある。これらのケースには、「救助」を理由に大
手を振って介入することに躊躇するようなものも
多い。だからこそ、介入一辺倒ではない、なるべ
く家族を支援につなぎ、こどもの心配な状況を家
族とともに解消することを目的とした対応（支援
型対応）を行う必要がある。全ての通告ケースに
対して同じ対応を行うのではなく、その内容に合
わ せ て 初 期 対 応 を 振 り 分 け る 「Differential 
Response（DR）」の導入により、強権的に「こ
ども虐待」の有無を調査し判定した上で介入する
という従来の虐待対応からの離脱していく傾向が
2000 年以降に見られるようになった。 

2010 年以降はさらに「こども虐待」という文
脈から離れた形での「予防的対応への移行」が
2018 年連邦法の後押しもあり、顕著にみられる
よ う に な っ て き た 。 ま た 、Lived Experience 
Experts（こども保護・社会的養護の対象として
の経験を活かした専門家）がその制度・施策決定
の場に多く参加し始めたことも、一機に「こども
虐待対応」からのパラダイムを転換させた力動と
なったと考えられる。 
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視察先の概要 
 
４． 視察内容について 
 先に説明したような「こども虐待対応システム」
からの離脱を目指すアメリカ合衆国の中でも、先
進的な取り組みを行う州として知られるコロラド
州を視察先とした。「子ども虐待」を学術的な立
場から発見したヘンリー・ケンプ医師が創設した
ケンプセンターを起点として、特に革新的な実践
が見られる 3 郡（ラリマー郡、ボルダー郡、ジェ
ファーソン郡）に半日〜全日訪問するプログラム
を組み立てた。研修の目的として、次の 4 点のポ
イントを学ぶ（実感してもらう）構成とした。 
1） リサーチと研修と変革のつながり 
2） こども虐待対応からの脱却 
3） パーマネンシー保障としての家庭支援 
4） Lived Experience Experts との協働 
 筆者はコーディネートと共に、逐次通訳として
5 日間×8 時間活動したため、1 日の終わりには口
がきけなくなるほど疲弊したが、日本のこども虐
対応や社会的養護と比較しながら、アメリカ合衆
国のこども保護の仕組みについても知見のある人
間が通訳に入ることで、一方的に話を聴くだけで
はなく、初日から最終日まで活発な質疑応答とデ
ィスカッションを行うことができたと自負してい
る。 
（１） リサーチと研修と変革 
 ケンプセンターは学際的な立場で、疫学・デー
タサイエンス・心理・医学・ソーシャルワークの
研究者・専門家が所属し、コロラド州および全米
のこども保護施策および社会的養護に対する変革
を牽引している研究・研修機関である。この部分
は 当 セ ン タ ー の 准 教 授 で あ る Lisa Merkel-
Holguin 氏が企画し、センターが関わる実践現場
との協働研究・評価・研修について網羅し、いか
に現場に資する研究が大切であるかということ、
多様で幅広いエビデンスと現場や LEE を尊重し協
働する研究の大切さに焦点を当てた。 
 

 
（２）こども虐待対応からの脱却 
 DR 実践を体験してもらうため、実際に模擬振
り分け会議である RED チーム模擬会議や事例紹
介など内容に含んだ。またウォームラインやコミ
ュニティ・ナビゲーターなど、虐待対応の手前の
部分、予防的対応の実践についての内容を含み、
なるべく事例を使い質疑応答を含んだ対話型の研
修とした。 
（３）パーマネンシー保障としての家庭支援 
 こどものパーマネンシーを保障するにあたって
いかに家族丸ごと支援する必要があるのかを感じ
られるような実践、キンシップケアやそれに特化
したキンシップナビゲーターの実務などを話して
もらい、単なる「外国の成功話」ではなく、価値
がどのように実践に落とされているのかの実例と
してキンシップケアについて話してもらう内容と
した。また地域を中心とした予防的支援について
も実際のケースを持つワーカーの皆さんにたくさ
ん話をしてもらいたいと要望した。 
（４）Lived Experience Experts（LEE）との協働 
 Token（お飾り）としての参加ではなく、実際
に州および郡の執行部会議への LEE の参加や、親
やこどもへのアドボケートとしての役割について、
本 研 修 で は で きる だ け多 く の LEE に 生の 声
（Testimony）を届けてもらう内容とした。権利
擁護と変革をどのように施策の中に練りこむのか
を一緒に考える Co-Designing を学ぶ機会を設け
てもらった。 
5．おわりに 

この報告書で各参加者がそれぞれの視察内容に
ついて詳細を報告してくれているので，内容につ
いてはぜひ確認してほしい。繰り返しになるが、
この研修は、これから始まる長い「変革」のきっ
かけに過ぎない。各参加者の研修で得た「気づき」
がこれからどのように実際の「改革」につながっ
ていくのかが本研修の成功を測る指標となるだろ
う。      （関西学院大学 畠山由佳子） 
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視察先の概要 
〜コロラド州の児童福祉（社会的養護）について〜 

 

 

  コロラド州の児童福祉関係の統計資料を紹介すると共に、日本社会的養護の統計資料と
比較する。 

コロラド州の社会的養護に措置されている子どもの人数は 3425 人（13 ページの表を参
照）、日本の社会的養護に措置されている子どもの人数は約 42000 人（14 ページの表を参
照）。社会的養護に措置されている子どもの割合をコロラド州と日本とで比較すると、コ
ロラド州 2.8 人／千人、日本 2.7 人／千人、と数字上の差はあまりない。一方、コロラ
ド州で１年間に社会的養護に措置される子どもの人数は 2838 人（2024 年）、日本全体で
１年間に社会的養護に措置される子どもの人数は 4440 人（2022 年）となっている。この
ことは、横断面で、社会的養護に措置されている子どもの人口あたりの人数は同じでも、
コロラド州の方が、流動性（フロー）が高いことを表している。 

社会的養護に措置されている子どもの措置種別、集団養育と家庭養育の割合をみると、
コロラド州は約９対１、日本は約 1 対 3。里親委託率で表すと、90％と 25％になる。  

コロラド州において社会的養護に措置された子どもが養子縁組となる人数は 658 人
（2024 年）（https://colorado.rom.socwel.ku.edu/reports/1002）で、社会的養護に措置
されている子どもの約 19％に該当する。日本の統計では、社会的養護から特別養子となっ
た子どもの明確な統計はないが、約 400〜500 人程度と推計され、社会的養護に措置され
ている子どもの約１％であり、数字上の大きな開きがある。 
 次ページの表における施設の種類について若干の解説を加える。321 人が措置されてい
る施設のうち、176 人がいわゆる治療施設、78 人が矯正施設、47 人がグループホームと
なっている。いわゆる治療施設でないグループホームの割合は、15％に過ぎない。治療施
設として代表的なものは、PRTF：Psychiatric Residential Treatment Facility という精神
科医療施設の範疇に含まれるものと、QRTP：Qualified Residential Treatment Program
という児童心理治療施設のようなものと２種類に分けられる。コロラド州において施設ケ
アとなる子どもは、治療が必要な、情緒・行動上の問題を抱えている子どもが主に利用し
ていることが統計上からわかる。 

（西日本こども研修センターあかし 藤林武史） 
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Children Currently in Out of Home Placement (by type of Placement          (人)  （人） （人）  (%)  
Children in Out-of-Home 
Placement 

社会的養護下の子ども 3425     100% 

Children in a Congregate Care 
Placement 

 集団養育 321     9.4% 

Group Homes   グループホーム   47   1.4% 

Hospital/Psychiatric   病院/精神科   69   2.0% 

PRTF    PRTF     42 1.2% 

Other Hospital/Psychiatric    その他の病院/精神科     27 0.8% 

Residential Treatment   居住型治療施設   127   3.7% 

QRTP    QRTP     73 2.1% 

Shelter    シェルター     1 0.0% 

Other Residential    その他の居住施設     53 1.5% 

Detention   拘置施設   0   0.0% 

Youth Corrections Secure 

Placement 
  青少年矯正施設   78   2.3% 

Children in a Family-Like Setting  家庭養育 2977     86.9% 

Foster Homes   里親家庭   2857   83.4% 

Kinship - Paid    キンシップ（手当あり）     602 17.6% 

Kinship - Non-paid    キンシップ（手当なし）     806 23.5% 

County Foster Placement    行政による里親     477 13.9% 

Child Placement Agency Foster 

Placement 
   民間機関による里親     972 28.4% 

Youth Services Foster Placement    若者サービスによる里親     0 0.0% 

Trial Home Visit   トライアルホームビジット   120   3.5% 

Independent Living Arrangement  自立生活 47     1.4% 

Runaway/Walkaway  家出/逃走 16     0.5% 

Other  その他 12     0.4% 

Unknown/Missing  不明/行方不明 53     1.5% 

https://colorado.rom.socwel.ku.edu/reports/250  
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（参考）「社会的養育の推進に向けて」令和７年１月 こども家庭庁支援局家庭福祉課より抜粋 

 

 

里 親 家庭における養育を里親に
委託

登録里親数 委託里親数 委託児童数 ファミリー
ホーム

養育者の住居において家庭養護
を行う(定員５～６名)16,817世帯 4,940世帯 6,217人

区分

（里親は
重複登録
有り）

養 育 里 親 14,155世帯 3,967世帯 4,848人
ホ ー ム 数 467か所

専 門 里 親 732世帯 166世帯 217人
養子縁組里親 6,989世帯 301世帯 333人

委託児童数 1,751人
親 族 里 親 626世帯 578世帯 819人

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 2,382か所

地域小規模児童養護施設 606か所

里親・ファミリーホームへ委託されているこども及び乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施
設・母子生活支援施設・自立援助ホームに入所しているこどもは、約４万２千人。

○里親数、施設数、児童数等の状況

施 設 乳 児 院 児童養護施設
児童心理治療
施 設

児童自立支援
施 設

母子生活支援
施 設

自 立 援 助
ホ ー ム

対 象 児 童

乳児（特に必要な
場合は、幼児を含
む）

保護者のない児童、
虐待されている児
童その他環境上養
護を要する児 童
（特に必要な場合
は、乳児を含む）

家庭環境、学校に
おける交友関係そ
の他の環境上の理
由により社会生活
への適応が困難と
なった児童

不良行為をなし、
又はなすおそれの
ある児童及び家庭
環境その他の環境
上の理由により生
活指導等を要する
児童

配偶者のない女子
又はこれに準ずる
事情にある女子及
びその者の監護す
べき児童

義務教育を終了し
た児童であって、
児童養護施設等を
退所した児童等

施  設  数 146か所 600か所 53か所 58か所 213か所 317か所

定 員 3,812人 29,075人 2,011人 3,403人 4,437世帯 2,032人

現 員 2,306人 22,578人 1,300人 1,103人
3,152世帯

児童5,279人
1,061人

職 員 総 数 5,536人 21,262人 1,593人 1,821人 2,044人 1,221人

5

（出典）
※里親数、ＦＨホーム数、委託児童数、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設の施
設数・定員・現員は福祉行政報告例（令和5年3月末現在）

※児童自立支援施設の施設数・定員・現員、自立援助ホームの施設数・定員・現員・職員総数、小規模グ
ループケア、地域小規模児童養護施設のか所数は家庭福祉課調べ（令和5年10月1日現在）

※職員総数（自立援助ホームを除く）は、社会福祉施設等調査報告（令和5年10月1日現在）
※児童自立支援施設は、国立2施設を含む

令和４年度 児童虐待相談対応の内訳

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

2,580件 2,697件 2,597件 2,571件

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

2,685件 2,536件 2,651件 2,396件

30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

2,441件 2,595件 2,274件 2,360件

相談対応件数 214,843件※１

一時保護    29,455件※２

施設入所等 4,440件※３、４

内訳

児童養護施設

2,273件

乳児院

711件

里親委託等

689件

その他施設

767件

※平成22年度の相談対応件数、一時保護件数及び施設入所等件数は
東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

728件 713件 747件 715件

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

785件 753件 773件 800件

30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

736件 850件 663件 685件

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

389件 439件 429件 390件

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

537件 464件 568件 593件

30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

651件 735件 656件 617件

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

739件 650件 723件 789件

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

778件 817件 853件 790件

30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

813件 849件 755件 759件

※１ 児童相談所が児童虐待相談として対応した件数（延べ件数）
※２ 児童虐待を要因として一時保護したが、令和４年度中に一時

保護を解除した件数（延べ件数）
※３ 児童虐待を要因として、令和４年度中に施設入所等の措置が

なされた件数（延べ件数）
※４ 令和４年度 児童虐待以外も含む施設入所等件数 9,121件

【出典：福祉行政報告例】 6
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ケンプセンター（児童虐待とネグレクト予防・治療センター）の概要 
The Kempe Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect 

 
訪 問 日 時：2025 年 2 月 10 日 AM 
住   所：13123 E 16th  Ave, Aurora,CO 
現地担当者：Richard Krugman, John Fluke, 
Katherine Casillas, Krystal Grint, Kathi Wells, 
Suzanne Kerns（敬称略） 
 
1． ケンプセンターの概要 

ケンプセンターは、こども虐待への世界的な取
組を始動した医師のヘンリー・ケンプ博士が、多
職種による児童保護チームを発足させたことを機
に、コロラド大学医学部小児科に設立されました。
ケンプセンターは 50 年以上の歴史を持つ機関で
あり、その使命は、こども虐待の予防と治療の未
来を変革することにあります。 

 
 
 
 
 
 

 
ケンプセンターは研究者、臨床家、教育者、ア

ドボケーター等 80 名のスタッフから構成され、
その多くがリモートワークしながら、全米各地の
地域社会と連携した活動を展開しています。 
 
 
 
 
 
 

 
2． 視察内容 
（１）ケンプセンターの主要部門 

ケンプセンターは、7 つの主な部門を中心に活
動を展開しています。 
 
①臨床的実践 

臨床現場はコロラド小児病院にあり、小児科児
童虐待・ネグレクト部門として機能しています。
虐待を受けた、またはそのリスクのあるこどもや
家族に対しての臨床を実践しています。他にも病
院内でのコンサルテーション、専門クリニック 
（脳損傷、性的虐待、家庭外措置後のケア）との
連携等を実施しています。 
 
②エビデンスに基づいたアプローチ 

 研究効果が実証された効果的な方法である
「Differential Response(DR)」、「Family Group 
Decision Making(FGDM)」等を現場の実践導入
するための支援を行います。 
 
③革新的な研究活動 

虐待の原因、影響、予防、治療に関する臨床研
究、システム研究、実施研究を行っています。研
究成果は、より効果的な介入方法の開発や政策提
言に活用されます。 
 
④専門職の育成 

ケースワーカー、医療従事者等、児童虐待に関
わる専門職を育成するための教育・研修プログラ
ムを提供します。またコンサルテーションを行い、
専門知識とスキル向上を図っています。 
 
⑤地域社会との連携 

地域社会の様々な組織や専門家と連携し、虐待
予防のための啓発活動やサポート体制の構築に取
り組んでいます。 
 

ケンプセンター外観   館内ロビー 

本視察のコーディネーターのリサ氏も、ワシ
ントン州にて専門職への研修やスーパーバイ
ザー等、活発な支援者支援を行っている。 
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ケンプセンター（児童虐待とネグレクト予防・治療センター）の概要 
The Kempe Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect 

 
⑥アドボカシー活動 

研究に基づく知見を政策形成者に伝え、虐待防
止と支援に向けた法律や制度の実現に向けて活動
しています。アドボカシーの啓発のためのポッド
キャストやブログ等の情報発信も行っています。 

 
⑦多様性への対応 

「公正、公平、多様性、包容性（JEDI）」の視
点を取り入れ、すべてのこどもと家族に対して適
切な支援を提供できるよう、組織能力の向上に努
めています。 

 
 
 

 
 

 
（2）ケンプセンターが目指す実践 
①虐待予防に向けた取組 

本視察のオープニングは、リチャード・クルー
グマン博士の講義から始まりました。クルーグマ
ン博士は、ケンプ博士と共に児童虐待への取組を
経た後もその意思を引き継ぎ、コロラド大学医学
部とケンプセンターにおける臨床研究を長年にわ
たり実践されてきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ケンプ博士が「被虐待児症候群」を発表した

1960 年代当初は、こどもにそんなひどいことを
する親はいないとブーイングの嵐でした。しかし
後に児童虐待の存在が社会問題として認識される
と共に、虐待件数は急増し、ひどい親からこども
を早急に分離すべきという社会のムードとなりま
した。1980 年代には性的虐待が注目されるよう
になり、児童虐待はますます増加複雑化の一途を
たどります。ケンプ博士は、1970 年頃から既に
加害者への刑事罰だけではこどもを虐待から救え
ないことや、虐待のある親や家族への支援の重要
性を唱えてきました。しかしクルーグマン博士に
よると、親や家族への支援は重要視されないまま、
児童虐待の問題は続いており、アメリカを含めど
の国の変遷を見ても、虐待対応は同じ道をたどっ
ているとのことです。 
 

 
以上の虐待対応の歴史をふまえて、クルーグマ

ン博士は、複雑な問題が入り組んでいる児童虐待
の対応には、それぞれの専門職が複数で対応する
ことの重要性を唱えています。そして、目指すべ
きゴールは「虐待の予防」であるとし、専門職が
地域社会で予防的な活動を展開することが重要で
あるとしています。 

虐待の予防に向けて 
複 雑 な 児 童 虐 待 に
は、複数機関で対応
していくこと 
各専門職が、地域社
会と協働して予防に
取り組むこと 

ケンプセンターのホームページ 

クルーグマン氏 
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ケンプセンター（児童虐待とネグレクト予防・治療センター）の概要 
The Kempe Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect 

 
②虐待予防プログラムの展開 

アメリカでは、2018 年に施行された「家族優
先予防サービス法」により、エビデンスに基づい
た予防プログラムを実施する州に対し、連邦政府
が資金援助するシステムがあります。ケンプセン
ターでは、このシステムを活用して虐待予防プロ
グラム「セーフケア」の実践を展開し、コミュニ
ティレベルでの虐待予防に向けた取組を進めてい
ます。 
 
「セーフケア」の実践 

セーフケアは「親子分離の予防」を目的として
います。虐待を予防し親子分離せずに家族が共に
生活できるために、こどもの安全と健康、親子の
肯定的な関わりの促進に向けた支援を目指します。 

セーフケアの対象は、地域の機関からの紹介や
親自らが支援を望んでいる在宅ケースです。5 歳
以下のこどもがいる家庭で、その多くはひとり親、
精神的なケアが必要とされる等、複雑で多様なニ
ーズを伴う家族です。 

実施については、まず地域のキーパーソン、サ
ービスを提供する支援団体の理解協力を前提に開
始し、実施中は対象家庭への支援を行うスタッフ
への訓練、サポートを中心に進めていきます。 

セーフケアの効果として、こどものケアや親の
養育スキルの向上、虐待の通告率の低下等が認め
られています。また、チームによる支援を実施す
ると、3 年で 80％の成功が示されています（無実
施だと 17 年で 14％）。 

 
③効果的な研修を行うためのシステム構築 

ケンプセンターでは、実践に役立つプログラム
を開発し、その効果を持続させるために、エビデ
ンスに基づく知見を積極的に取り入れています。 

研修のシステムは、「プログラム開発」、「研修
の実施提供」、「専門職のサポート」の 3 つです。 

研修内容は、虐待の初期対応からこどもの家庭
外への措置、そしてこどもが永続的に家庭で生活
できるプロセスに至るまで、こどものライフサイ
クル全体を範囲にしています。 

 
研修方法は、講義だけでなく、コーチング、ロ

ールプレイング、グループワーク等、多様な方法
が用いられています。 

研修プログラムの開発には、関連分野の専門家
への調査を徹底的に行い、現場のニーズに基づい
た内容を設計しています。 

研修の対象者は、児童虐待に関わる専門職のほ
か、里親やこどもの親族、教員等、地域でこども
に関わる人々も含まれ、虐待を経験した当事者
（Lived Experienced Experts）も積極的に研修に
参加します。当事者からの経験に基づいた発信は、
研修の効果を高め、制度の見直しや改善にも役立
ちます。また当事者はボランティアではなく、専
門家としての対価を支払うべきであるという考え
方が関係者で共有されています。 

コロラド州は、州と各郡（64 郡）とのパート
ナーシップを重要視しており、州全体で質の高い
一貫したトレーニングを提供するための連携体制
が構築されています。また経済的な支援として、
児童福祉分野での就労を目指す学生に対する奨学
金制度も整備されています。 

ケンプセンターでは、研修の効果を高めるため、
参加者や州の各郡からのフィードバックを重視し、
参加者のスキルの習得度合いを確認する評価も行
われています。 
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ケンプセンター（児童虐待とネグレクト予防・治療センター）の概要 
The Kempe Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect 

 

 
コロラド州との連携により様々な研修を展開 
 

④多様な研究活動 
ケンプセンターの研究活動は、こどもやその家

族の生活をより良くすることを目指しています。
研究活動は医療従事者、福祉、教育関係者等、
様々な分野の専門家が協力して活動しています。 

研究対象は、アメリカ社会で生活する多様なバ
ックグラウンドを持つ人々（移民等）を含めます。
特に、フォスターケアで育つこどもが大人になる
までの過程で、必要な支援や今の制度がどう機能
しているのか等を長期的に調査しています。また
こどもを支援する様々なシステム（医療、福祉、
教育等）、の連携や支援者側の状況（バーンアウ
トや離職問題）も調査研究対象としています。 

ケンプセンターは、多様な研究活動の成果を研
究者だけで終わらせず、広く社会に伝えて、実際
の支援に役立ててもらうことを重視しています。
このため得られた知見を、支援者だけでなく一般
の人々にも分かりやすく届けるための取り組みを
行っています。例えば先述のポッドキャストや簡
潔なプレゼンテーション形式のイベント（イグナ
イト）等を通して、活発な発信をしています。 

 
 
 
 
 

 
カーンズ氏・フルーク氏（システム・評価研究担当） 

 
3． ケンプセンターの今後の展望 

ケンプセンターは、これまでの活動を通じて、単
に逆境的な経験（ACE）に焦点を当てるのではなく、
こどもや家族が本来持っている「困難から立ち直る
力（レジリエンス）」や「心身ともに健やかで良い
状態（ウェルビーイング）」にもっと光を当ててい
く方向へと、考え方や取り組みを変えていこうとし
ています。またフォスターケアや人身売買の被害に
あったこども等、特別な支援が必要なこどもに向け
た専門的なサポートを増やしていくとのことです。
そして、虐待やネグレクトに対応する専門家たちが、
より良い支援ができるように、コンサルテーショ
ンや研修プログラムを提供するネットワークを広げ
ていくことも目指しています。ケンプセンターは自
分たちの活動の「効果」をしっかりと測ることを
重視し、効果が実証されている方法を、現場でより
効果的に使えるように展開をしていきます。また、
現行の児童保護システムとは違う、新しい支援のや
り方を考え出し、それを実際のモデルとして示して
いくことにも力を入れていくとのことです。  

以上の様々な展開においても、ケンプセンターの
実践が「全てのこどもと家族の生活をより良くする」
ためにあることに変わりはありません。 
 
4． 所感 

日頃より支援者支援に携わっている者として、ケ
ンプセンターが研修のみならず、人材育成やコンサ
ルテーションといった、支援者が直面する困難へ
のサポートを展開していることに、あらためてその
重要性を学びました。また、多様な専門家たちが
同じ志を抱き、それぞれの知識や経験を寄せ合い、
支援の質を高めようとする組織文化には、強い感
銘を受けるとともに、自身の職務への使命感を新
たにする機会となりました。ケンプセンターでの学
びを今後の研修センターでどう活かしていくか、検
討を重ね、新たな実践に取り組んでいきたいです。 
（西日本こども研修センターあかし 三木 馨） 
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コロラド州の児童福祉制度の概要・フォスターアメリカの取り組み 

 

 
訪 問 日 時：2025 年２月 10 日 PM 
住   所：13123 E 16th  Ave, Aurora,CO 
現地担当者： 
２―(1) 「コロラド州の児童福祉制度」 
・ジョー・ホムラー（コロラド州ヒューマンサー

ビス局児童福祉部門ディレクター） 
・ヘザー・ドゥロスコ（コロラド州ヒューマンサ

ービス局ディレクター協会理事） 
・メーガン・バーチ（イーグル郡人事局長） 
2―(2) 「フォスターアメリカの変革への取り組み」 
・マリー・ゼムラー・ウー（フォスターアメリ

カ・エグゼクティブディレクター） 
・アンジェラ・ライトル（フォスターアメリカ・

コロラドサイトディレクター） 
・ミシェル・マレス（ケンプセンター教員） 
 
1． 概要 
コロラド州の概況（州都：デンバー） 
地理：州の西側を南北にロッキー山脈が走り、東
側に大平原が広がる。南北 450km、東西 600km
の長方形。平均標高は全米 50 州で一番高い。 
面積：26 万 9,000 ㎢（全米 50 州で 8 位の広さ。
日本の総面積の約 7 割）。 
人口：約 587.7 万人。構成は、白人が約７割、ヒ
スパニック系が２割、アフリカ系 4.8％、アジア
系 3.8％。ネイティブ・アメリカ 1.7％。 

デンバーをはじめとする主要都市は、ロッキー
山脈東側に南北方向に延びるフロント・レンジと
呼ばれる地帯に位置しており、人口の 80％がこの
地域に集中している。また、その 65％がデンバー
を中心とする大都市圏に集まる。児童人口は約
140 万人。 
主要都市の人口：デンバー都市圏：約 323.6 万人 
デンバー：約 71.6 万人 
経済：歴史的には第二次世界大戦後に内陸部の軍
事関連施設の拠点として成長してきたため、通信
関連、航空宇宙産業等の高度な技術・人材が集積 

 
する。過去 10 年間ではシリコンバレー等からの
移住が増加。2022 年の大学学位を保持する成人
人口の割合は 30.58％であり、2023 年の一人あた
りの個人所得は 79.586 ドル（全米 50 州で 6 位）。 
教育：教育水準が高く、高等教育機関としては、
同州で最も長い伝統を持つコロラド大学をはじめ、
州立の 4 年制大学が 13 校、デンバー大学等の私
立の大学が 7 校ある。 
日本の姉妹都市：コロラド州〜山形県（1986 年） 

デンバー〜岐阜県高山市（1960 年） 
      〈在デンバー日本国総領事館 HP より〉 
 
2． 視察内容 
(1)  児童福祉の構造的状況（連邦/州/地方）とコ

ロラド州児童福祉におけるイノベーション  

〈コロラド州全体の職員数〉4,500 人（うちヒュ
ーマンサービス局の職員数 1,500 人） 

コロラド州の児童福祉制度の概要 
連邦レベルにおける児童・家庭に対する支援の

代表的なプログラムは、児童虐待・家庭内暴力の
防止をはじめ、メディケア、メディケイド、貧困
家庭一時扶助、児童扶養強制プログラム、ヘッド
スタート（就学前児童を持つ貧困家庭を対象とす
るプログラム）、母子保健サービス等がある。 

連邦は州や地方に補助金を交付し、具体的なサ 

コロラド州ヒューマンサービス局の組織運営方針  
 

ミッション：私たちは、皆さんと力を合わせ
て、コロラド州の人々の繁栄を支援します。 
ビジョン：私たちは、大胆かつ革新的な保健お
よび人道サービスを通じてコロラド州の人々に
貢献します。 
バリュー：私たちは、人を第一に考えます〜ア
プローチの配慮/生活の質を生むバランス/自ら
に責任を負う/透明性を重視/倫理的である/協力
により共に成長 
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コロラド州の児童福祉制度の概要・フォスターアメリカの取り組み 

 

 
ービスは州レベルで決定される。 

コロラド州ヒューマンサービス局の児童福祉部
門は、州全体の児童福祉サービスの基本方針の策
定、予算の管理、事業活動の監督・監査を担って
いる。コロラド州は 64 の郡で構成され、各郡は
州の方針に基づき、地域のニーズに応じたサービ
スを提供している。 

各郡の児童福祉部門は、その規模に応じて職員
が配置されており、デンバーは約 1500 人、最も
南東に位置する BACA は 10 人程度である。 

 
【コロラド州 64 郡の位置関係を示すジョー・ホ
ムラー氏。自身も CW としての経験を有する】 
 
〈児童福祉部門の予算〉 

年間４億 5,000 万ドル。財源の基本的な負担割
合は、連邦政府が 50%、州が 30%、郡が 20%。 
〈主な支出項目〉 

人件費と運営費、虐待防止サービス、子どもと
家族のためのカウンセリングと治療サービス、里
親家庭および施設への措置、養子縁組手当。 

 
コロラド州の児童保護システム 

以下の標準となる共通モデルに基づき、郡が地
域の実情に応じて具体的なサービス内容を決定し
ている。郡の運用状況等は、ラリマー郡、ボルダ
ー郡、ジェファーソン郡で具体的な説明を受ける。 
① ホットライン「44-CO-4-Kids」 
・州内共通のフリーダイヤル番号 
・2015 年 1 月 1 日に運用開始 
・すべてのホットラインの通話は、実際に子ども
が住んでいる郡に転送される仕組み 

 
【HP 上のキャッチフレーズ】 

 
ホットラインシステムにより、州はこれまで州

全体で追跡できなかった以下の重要情報を取得で
きるようになった。 

受信した通話数/通話量/通話時間/回答の速さ/
待ち時間/通話の転送/放棄率 

このデータは、州全体の通話が迅速かつ適切に
処理されるようにするための重要な情報であり、
郡の回線に直接かけられた電話も、データ収集の
目的でホットラインシステムに共有される。 

「ホットライン・郡コネクションセンター」は
プラワーズ郡に設置され、州の児童福祉トレーニ
ングシステムで毎年認定されたオペレーターが 24
時間年中無休で対し、構造化されたスクリーニン
グガイドを用いて該当の郡につなげる。なお、す
べての通告者は匿名であり、内容の機密は保たれ
る。一日の対応件数は約 300 件。 

■コロラド州が掲げる子どもの権利 
・子どもは危害を受けずに生活し、可能な限り
自宅で暮らす権利を持っています。 
・子供の安全は親が責任を負います。 
・児童虐待やネグレクトが起きないように、家
族が必要なものを確実に得られるようにするの
が、コロラド州の児童福祉制度の役割です。 
・親が安全を確保できない場合は、コロラド州
の児童福祉制度が介入する役割を担います。 
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② スクリーニング 

通告内容の約 7 割がネグレクトに分類。親の薬
物・アルコール依存、精神疾患が背景にある事案
が多い。 

全体の約 70％がスクリーンアウトされる。そ
の場合は、支援サービスを利用することができる。
通告者は 30〜40％が近隣。電話段階で最初のリ
スク分析がなされる。 
③ アセスメントと支援 

通告は、約 100 件がアセスメントされる。その
うちスクリーンインとなるのは約 20％。全体の
通告件数は増えているが、インケースは減少傾向。 

さらに、オープンケースとなるのは約５％。多
くは在宅で支援を継続し、１年以内に終結する。
未解決ケースは継続的に関与し、裁判所が関わる
こともある。コロラド州のケースワーカーは約
3000 人。インテークワーカーとフォローアップ
ワーカーに役割分担されている。 
④ 家庭外措置 
 家庭外措置は１日約５人、年間で約 1500 人。 
平均的な期間は１〜１年半程度。2009 年から 15
年で、家庭外措置は半減している。 
⑤ 再統合と事案の終結 

家族と再統合されなかった事案は、養子縁組等
によりパーマネンシーを確保する環境づくりが考
慮される。 

 
【ヘザー・ドゥロスコ氏（左）とメーガン・バー
チ氏（右）。アメリカの地方行政の幹部職員】 
 

 
課題 

社会的養護経験者の多くは、家族や友人、学校、
地域から引き離された経験から、精神疾患や複合
的なトラウマを負い、18 歳以降も社会的に孤立
することが多い。ホームレスや犯罪により収監さ
れる者もいる。 

その要因として、高校卒業までの支援メニュー
はあるものの、大学進学は想定されておらず（社
会的養護経験者の大学進学率は約３％）、実社会
に出た後のアフターケア対策が大きな課題である。 

また、支援に当たる人材の確保、郡間のサービ
ス格差等の課題もある。 
 
(2) フォスターアメリカの変革への取り組み 

現在の児童福祉制度では、家庭外措置となる全
米の児童数は約 40 万人に達する。分離の影響に
よる予後の課題だけでなく、黒人や先住民の子ど
もは白人の子どもよりも家庭外措置が多く、制度
自体が構造的な不平等と人種間の不均衡を生じさ
せている状況にある。また、ネグレクトに関する
調査結果では貧困と複雑に関連していることが判
明しており、社会全体で解決すべき課題と言える。 
 そうした現状から、非営利団体のフォスタ―ア
メリカは、公正で公平な子どもたちの未来のため
に、家族が真に必要とする支援ネットワークやそ
の財源を確保、提供することによって、児童福祉
システムの変革を目指している。 

フォスターアメリカの設立は 2016 年。以来、
コロラド州と連携して、州の児童福祉制度の変革
を共に進めてきている。 
〈変革に向けた４つの戦略〉 

フォスターアメリカは、以下の 4 つの戦略に基
づき、公平性を重視する変革を推進している 
① Co-design 

児童福祉制度に関わる親、若者、コミュニティ
リーダーの視点を中心に据え、関係者が一体とな
ったイノベーションを目指す。 
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② Collaborate 

市民、企業、非営利団体等のリーダーと連携し
て、家族を効果的に支援する取り組みの実現に向
け、関係する制度間の調整を図る。 
③ Finance 

家族が必要とするプログラムの資金調達を支援。 
④ Learn 

定性的および定量的なデータを共有し、継続的
な改善を促進する。 

里親の認定とトレーニング 
里親として認定を受けるには、21 歳以上で身元

調査をクリアし、児童福祉研修システムのトレー 
ニングを完了する必要がある。トレーニングのカ 

 
リキュラムは郡ごとに決まっている。 

 
３  所感 

研修初日、各講師の経歴や研究分野は実に多彩
であり、それぞれの知見や専門性に基づく発言の
端々に「プロフェッショナルの矜持」を感じた。 

アメリカの歴史や文化、哲学を踏まえた児童福
祉システムの講義を受ける中では、日本における
日々の現場の在り方と比較しながら、「誰のため
のシステムなのか」という本質的な問いが頭に浮
かんでいた。 

「家族のことは家族が一番よく知る」という困
難に直面する子ども・家族の意向を踏まえつつ、
分離から再統合までを見据えた支援の在り方とは、
システムの変革とはどうあるべきかーー今後の職
務に当たる上での問題意識、欠かせない視点を得
ることができたと思う。  （札幌市・山形有祐） 

 
【マリー・ゼムラー・ウー氏（右）】 

フォスターアメリカの共同創設者兼エグゼク
ティブディレクター。マカレスター大学、ボス
トン大学デジタルイメージングアートセンタ
ー、ハーバード大学ケネディスクールを卒業
し、全米の児童福祉機関のコンサルタント等を
務めた。養子縁組の経験者で、3 人の母親。 
【アンジェラ・ライトル氏（左）】 

コロラドサイトディレクター。ソーシャルワ
ークの修士号を取得し、民間部門と公共部門の
両方での仕事を通じて、児童福祉や少年司法制
度分野でキャリアを重ねてきた。日本からの視
察団受け入れに当たって、日本側との事前協
議、現地のコーディネートに尽力してくれた。   

〈フォスターアメリカ HP より〉 

 
【ミシェル・マレス氏】 

ケンプセンターの教員。コロラド州の児童
福祉研修システムにおける里親、キンシッ
プ、養父母の研修部門を監督。コーチングと
システム戦略のトレーニングも担うグローバ
ルコーチでもある。 

デンバーのメトロポリタン州立大学でスピ
ーチコミュニケーションと心理学で学士号を
取得した後、レジス大学で戦略的ビジネスマ
ネジメントとエグゼクティブリーダーシップの
修士号を取得。里親としても 13 年、２人の子
どもを養育。 〈ケンプセンターHP より〉 
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訪 問 日 時：2025 年 2 月 11 日 AM 
住   所：2555 Midpoint Dr E, Fort Collins, 
CO 80525 
現地担当者：Katie Heckman, Heidi Feyereisen, 
Merrissa Scranton, Elizabeth Towne, Jen Rotar, 
Amber Howe, Natalia Kimerer, Felicia Guitterez, 
Erica Freese, Becky Smith, Liz Pantle, Pieter 
Tolsma, Julie Smith 
（敬称略） 
 
1． 概要 
ラリマー郡は、コロラド州の最北部に位置し、

面積 6,822 ㎢で島根県より少し大きい（島根県
6,708 ㎢）、人口約 36 万人で、ヒスパニック系が
人口の 8％を占めている。フォートコリンズ市
（人口約 17 万人）に郡庁が置かれている。 

 
【ラリマー郡福祉局外観】 
2． 視察内容 
(1)  視察概要 

フォートコリンズのラリマー郡福祉局にて、児
童保護サービスの業務の流れの説明、郡の取り組
みの説明を受けた後、模擬 RED チームの実演、
家族会議の実践の説明があり、質疑応答を行った。 

児童保護サービスは、まずホットラインに入電
があり、緊急対応を要するケースは即時対応、そ
れ以外は翌日 RED チームにより受理と除外を分
け、受理するものをハイリスクアセスメント 
（HRA：従前からの虐待対応）と、ファミリーア 

 

 
【図 1 ホットラインからの流れ】 
 
セスメントレスポンス（FAR：支援ベースの対応）
のいずれかに分類。さらに、子どもの安全の観点
から、緊急度により対応までの期間を設定する。
期間は、最もリスクの高いもの（Significant）で
８ 時 間 、 次 が ３ 日 間 （Moderate）、 ５ 営 業 日
（Low）とされており、Significant は前述のとお
り、入電後すぐ対応に移る【図 1】。 

HRA と FAR のいずれかの判断は、州が定める
法的な枠組みに基づき、性的虐待、命に関わるよ
うな重篤な身体的虐待、こども側に非行などのリ
スクがあるもの、施設内虐待の４類型をHRA、そ
れ以外は原則として FAR とする。 

HRA に対しては、従前どおりの虐待調査を行い、
捜査に近い調査により加害被害関係を確定、結果
を CPS のデータベースに登録する。加害者として
登録されると、前科と同じ様に扱われ、その後就
職する際、児童関係の業務に就けなくなる。 

一方で、FAR は、家族が参加し、家族と一緒に
こどものセーフティプランを作る。虐待の有無の
判断や、データベースへの登録などは行わない。
家族は、その家族自身に関してはエキスパートで
あり、家族に関する決定や計画策定の過程に参加
する権利があるとの考え方に立ち、SW は家族と
ともに、セーフティを脅かすリスクを特定、それ
を減らす方法を具体的に検討、現実的な方法をセ
ーフティプランとして策定していく作業を行う。 
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HRA のみだった CPS に、FAR による対応を取

り入れたことが DR の取り組みであり、導入には
制度だけでなく、SW の考え方、哲学の転換が必
要で、「こどもは家族の元にいるべき」という考
えの組織への浸透が重要であった。2018 年の
「家族優先予防サービス法」の制定により、虐待
予防サービスの強化がなされ、DR の取り組みへ
の追い風となっている。 

ラリマー郡では、受理のうち約 71％が FAR、
残りが HRA という状況であり、その後１年以内
に再受理したものは、FAR のうち 3％に留まり、
87％が１年経過後も含め再受理されず、85％が再
アセスメントにも至らずに経過している。こども
の安全性についても、HRA と FAR との間に差は
見られず、FAR による家族中心の予防的な支援は、
その後こどもが家族と安全に過ごすための有効な
手段となっていると言える。 
 
(2) FAR の進行について 

FAR では、HRA とは異なり、例外やストレン
グスなどに注目し、改善のためのリソースを探す。
このため、コールを受けるタイミングで、必ずス
トレングスも聞き取る。 

受理に至る原因となった事柄について、具体的
な経緯と、現実的な対応を、インテイクワーカー
（ITW）が原則 60日間以内にアセスメントする。
こどものセーフティを維持し、脅かされるリスク
を軽減するため、何をどうしようと考えているか
最初に家族に聞く。さらに、家族自身の実施に向
けた意欲、家族自身が実行できると考えているか、
サポートネットワークを含めたキャパシティを勘
案し、プランの策定を進める。これが、トリート
メントプラン（セーフティ維持のためのプラン、
達成された時にはケースがクローズできる）とな
る。セーフティについての懸念が経過の中で齟齬
なく一貫し、懸念への対応が充足される必要があ
るため、具体的なゴールを記述し、家族や支援者 

 
の役割が明確に分かるものとする。また、当初の
安全への懸念に関連することのみ記述し、その他
を後から盛り込まない。客観的に明確に評価でき、
家族が実現可能なことを記載する。主語は家族と
し、何をすれば子どもが戻るのか、最終的にはロ
ングタームセーフティの達成が目標となる。同時
にパーマネンシープランの策定も進める。これは、
まず家族の維持と再統合、その次にキンシップ、
後見人、養子の順である。 

60 日目以降は ITW からオンゴーイングワーカ
ー（OGW）に引き継ぐが、トリートメントプラ
ンは、ITW と OGWーが一緒に家族と作成する。
家族からの信用が無ければ進められず、SW は、
家族の文化を尊重し、透明性と正直さをもって家
族と関わる。トリートメントプランの実施に入っ
てからは、プランに定期通院があるがそのための
交通費の捻出が難しいなど、実施の支障になる課
題の解決が SW の主な業務となる。 
 
(3) 組織の工夫 

ITW と OGW は、以前は別々のチームとして運
用していたが、ミスコミュニケーションが生じる
課題があった。そこで、2023 年から、一人の SV
が ITW、OGW それぞれ 2〜3 名を含むチームを受
け持つ形として再編した。これにより、双方のミ
スコミュニケーションが防げ、それぞれが何を目
的に何をしているのか相互理解が深まり、より円
滑な支援を進めることが可能となった。 

郡内には 12 のチーム、70 名の SW がおり、月
の平均でオンゴーイングは 500 件ほど。 
 
(4) 模擬 RED チーム 

前述のとおり、受理と除外、受理ケースについ
て HRA か FAR の判断と、対応の期間を設定する
ことを目的に開催される。２名のSVと３名のSW
が参加し、毎朝 9 時から行う。【図２】のとおり、
まずホワイトボートに項目と、通告の際に聞き取 
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った内容、事前に確認した犯歴、CPS の取り扱い
歴を記載し、その後協議の中で出た意見や情報を
追記していき、同じ情報を見ながら進められるよ
うに工夫されている。 

 
【図２ RED チームのフレーム】 
専門家としての SW の心配、家族やこどものス

トレングスをまず話題とし、その後参加者の意見
交換を行う。わかっていないこともこの時に確認
し、gray の欄に記載する。学齢児や受傷の事案で
あれば、通告義務がある学校や医療機関からの通
告の有無も重視し、それが無い場合には、通告さ
れた情報の信頼性も議論する。最終的に、全会一
致あるいは一番心配している人の意見を SV が採
用して確定する。 

 
【RED チームのフレームワーク】議論が進むと、
記載される情報が増えていく 

 

 
【模擬事例】ガルシア家 

両親に薬物とメンタルヘルスの問題あり。虫
が出る幻覚があり、各種の洗剤を混ぜ噴霧、虫
を駆除しようと試み、生活が破綻。ホットライ
ンへの入電後、FAR で５日間の判断とするが、
両親の抵抗からプランが策定できず、分離措置
とした。 

裁判所の判断により分離の指示が出て、SW
の調整の結果両親が別にアパートを借りて退
去、父方母方の祖母が協力してこどもの養育に
当たることとなる。父方の祖母はアリゾナ州在
住のため、CPSが祖母の移動のための交通費を
支給（※フォスターには、一日にこども一人あ
たり 40〜65＄が支給され、別に必要経費が出
る。アリゾナからのフライトは、必要経費とし
て支給される）。 

 
 (5) ファミリーミーティング 

DR により FAR が広がるとともに活用が進んで
いる。想定できなかった新たなリスクが生じた際
などに開催する Emergency、定期的に開催する
Unity などいくつかの種類があり、それぞれ会議
の目的と枠組みが定められている。RED チームで
見たフレームワークと同じものを使って進め、S
Ｗや家族の懸念、家族やこどものストレングスを
取り上げ進行する。 

いずれも、専門職としての心配の明確な表現と
共有、家族一人ひとりの思いの表現、全員の「こ 
ども中心」の理解の３点が重要なポイントである。 

SW は、CPS の立場を代表する役割を担い、う
まくいっていることを踏まえ、明瞭に、率直に話
し、心配していることを話し合う準備をする。事
前に参加者と話して準備し、会議の場で参加者が
驚くような新たな事柄は話題にしない。 

ファシリテーターは、ＳW としての経験を有し、
そのための研修を受講した者が担い、ミーティン
グのホストとなる。感情的な議論になっていない 
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か確認し 、参加者にとっての会議の場の安全、安
心を保障、家族と支援者の思いの共有をサポート
する。ファミリーミーティングのプロセスのガイ
ドであり、スケジューリングの魔術師であり、最
善の実践の守護者であることを心がける。 

全般に、SW は、トラウマについてのセルフケ
アと、トラウマに対する自分自身の反応や対応へ
の理解を進め、個人の安全はもちろん、精神的に
も Wellbeing であることが重要。ファミリーミー
ティングの場でも、会議室の中の安全、精神的な
Wellbeing が守られ、文化的、個人的なニーズが
充足されなければならない。トラウマの影響の軽
減のため家族と一緒に準備し、孤立していた家族
との協力体制の構築が求められる。 

2024 年の 1 年間で、1,485 回開催、家族が延べ
4,525 人、それ以外も含め全体で 12,134 人が参加、
開始当初は SV や SW など専門職が多いが、回を
重ねる毎に参加する家族や支援者が増えていくと
いう。 
 
3． 所感 

親子の分離に際し、必ず裁判所の判断を経てそ
の後も継続的に関わることや、一時保護所に相当
する施設が無いこと、親にも子にも、さらには
SW にも弁護士が（公費で）つくこと、そもそも
の社会の成り立ちや権利擁護の意識など、前提と
なる仕組みの違いにまず驚かされた。SW 一人当
たりの担当するケース数が全く違い、この点は率 
直に羨ましい。 

アメリカの歴史的な経過の中で、うまくいかな
かったことを率直に反省し、改善のための具体的
な方策を実践に移してきていること、その経緯や
目的、方法を現場のチーム全体が共有しているこ
とに驚嘆した。一つ一つの取り組みの結果を目に
見える形で検証し、効果を確認しながら実践に反
映させていると感じた。当所では、まだ徒弟制度 
 

 
とも言えるような、先輩職員からの訓導や自身の
経験則からの実践が大部を占めているので、ぜひ
取り入れていきたい。 

RED チームの質疑応答の際に、CPS での取り
扱い歴の評価について、過去の虐待の疑惑ではな
く、ケースの終結に至ったことがストレングスで
あるとの説明があった。わが国では、過去の虐待
歴はリスクとするアセスメントが前提であり、ど
こからストレングスを見出すかは視点によって大
きく変わることに気付かされた。また、トリート
メントプランの策定に関して、当初の安全への懸
念（通告事実）に関してのみ記述すると言及があ
った。当所では、取り扱いを開始したケースにつ
いて、通告事実とは関連しないリスクも併せてプ
ランに取り込み、親に了承させているきらいがあ
ることを反省させられた。リスクについて、リス
クとセーフティとは異なり、セーフティが守られ
ない場合は分離するが、リスクは分離ではなく家
族全体のリスク軽減に向け予防的な支援の導入を
図る（例えば、ライフラインの停止は分離では改
善できず、家族の貧困の問題なのでその改善に向
けてのアプローチを試みる）ことの説明があった。
こどもを分離し、親の改善を待っても、確かに親
の自助努力だけでは改善は難しく、ここを何とか
するためのプランが必要であり、それが家族を支
援するということだと思い知った。 

この研修に参加し、これまでわが国における虐
待対策が自身の思考の前提となっていたこと、そ
こから切り離されることで、より自由な視点で考
察することが可能になり、当たり前だと思ってい
たことがそうではない場合もあることに気付かさ
れ、大きな衝撃を受けた。無理のない速度で、取
り入れられるところを取り入れ、まずは「こども
は家族の元にいるべき」という考え方を改めて組
織に浸透させていきたい。 

（札幌市児童相談所 石井 和朗） 
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訪 問 日 時：2025 年 2 月 11 日ＰＭ① 
住    所：2555 Midpoint Dr E,Fort Collins, 

CO 80525 
現地担当者：Katie Heckman,Tomas Quinonez, 

Elise Dahlin 
 
1. 概要 

ラリマー郡は、2019 年から児童虐待防止の取
り組みとして、ウォームラインというプログラム
に取り組んでいる。 

プログラムを紹介してくれたコミュニティナビ
ゲーターによれば、ウォームラインを通じて家族
が必要とする支援を提供することにより、CPS の
ケースになることを未然に防止ができている。ま
た、地域社会から郡に対して信頼を得られる効果
もあった、としている。 
 
2. 視察内容 
児童虐待防止に向けて「ウォームライン」 

 
コミュニティナビゲーターの皆さん 

 
（1）ウォームラインについて 
 ラリマー郡は、児童虐待防止のために、2019
年からウォームラインというプログラムに取り組
んでいる。連邦政府予算の助成を受け、コロラド
州立大学と共同で実施している。 

このプログラムには目標が３つあり、「CPS の
ケースになる前にかかわる」「コミュニティーの 

 
パートナーのサポートネットワークをつくる」
「家族が関わって欲しいように家族とかかわる」
を掲げている。 
（2）コミュニティナビゲーター 
 ラリマー郡では、ウォームラインは元々CPS の
部署で取り組んでいたプログラムだが、課として
独立し、今の組織となっている。CPS と異なる
サービスだとわかるようにホームーページは異な
るものにし、ロゴも図１のように示している。 

家族からの相談は、４人のコミュニティナビゲ
ーターで対応している。家族の文化に敬意を払う
ことを大事にしており、コミュニティナビゲータ
ーは、家族と文化的に近い人をペアにしている。
コミュニティナビゲーターは、自宅でもそれ以外
の場所でも柔軟に家族と会えるのが特色である。 

 
（図 1）ラリマー郡のウォームラインのロゴ 
 
（3）サービスの実際 
 地域に心配なこどもがいた場合、地域の人々は
CPS のホットラインへの通告ではなく、ウォーム
ラインに連絡をすることができる。 

相談を受けたコミュニティナビゲーターは、 
家族に何を支援して欲しいかを尋ね、家族が必要
とするものを提供している。例えば、その家族に
家賃滞納の問題があったとしても、家族が保育サ
ービスの提供を希望した場合には保育サービスを
探し、提供することとなる。 

ラリマー郡のウォームラインにはサービス提供
をしているパートナーがおり、コミュニティナビ
ゲーターは必ず月 2 回、パートナーとのミーティ
ングを行なう。ミーティングでは、どんな変化が
あったか、どんな新しいサービスがあるか等の情
報を共有することになっている。 

27



ラリマー郡福祉局② 
Larimer County Department of Human Service 

 

 
（図２ ラリマー郡にサービス提供をしているパートナー） 

 
（4）成功事例 
〇過去に何度か CPS の介入があったり、ケース
になったことがあった父子家庭。 
〇学校からウォームラインに連絡が入った。虐待
の予防が目標だったので、安全で安定した環境を
提供することとなった。 
〇父親は、母親と離婚したばかりだった。母親が
いなくなって、こどもたちを養育するのにとても
苦労していた。 
〇学校とも一緒に話し合いをした。学校は、こど
もたちをとても心配していた。こどもたちをどん
なふうに心配していて、何が必要なのかと言うこ
とも話し合って、パートナシップを作っていった。 
 〇最終的に安定した、安全な場所を家族に提供
することができ、家族としてそこにい続けること
ができた。 
 
（5）質疑応答 
（質問）４人では足りず、もっと職員が必要では
ないか。 
（回答） 構想を練っているところであり、人が
増える可能性はある。 
（質問） ウォームラインとして関わろうと思っ
ても、家族が「結構です」となった場合には、相
談は終結か？ 

 
（回答） 自発的な相談であり、家族が拒否をし
たら、終結する。 
（質問） スクリーンアウトしても予防的な支援
につなげると話していたが、ウォームラインにつ
なげるという意味か。 
（回答） スクリーンアウトケースは直接、紹介
をされない。スクリーンアウトされたケースの家
族が自分で電話をしてくることはある。 

学校と家族とは関係ができていて、その学校か
ら家族を紹介されている。ウォームラインが引き
継いで連絡をとっても、家族から拒否されるケー
スはほとんどない。 
 
3. 所感 

ディスカッションの中で、ラリマー郡職員や関
係者から「CPS の歴史を振り返ると、貧困が原
因で CPS のケースになったものが多くある」と
の説明があった。過去に学び、こどもや家族に対
して有益なサービス提供を行えるよう、地域と話
し合いながら取り組んでいく姿勢は日本において
も大事ではないかと感じた。 

また、ウォームラインの仕事にあたっているコ
ミュニティナビゲーターは、家族を変えようとす
る人たちが考える「これがあれば家族が変わる」
というものを提供するのではなく、当事者性を大
事にする関わりが印象的であった。 

支援者の 1 人として、自らの言葉や行動が当事
者の意向や思いに反した支援に向かっていないか、
今一度、自らを省みる機会となった。 

 
（千葉県健康福祉部児童家庭課 倉田 宰） 

28
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訪 問 日 時：2025 年 2 月 11 日ＰＭ② 
住   所：2555 Midpoint Dr E,Fort Collins, 

CO 80525 
現 地 担 当 ：Marc Winokur, PhD (Colorado 
State University, Social Work Research Center) 
 
１．概要 
 調査の結果を実践に変換することに大きな功績
を残しているコロラド州立大学のマイク・ノイア
ー教授から、DR とキンシップ、コロラドキンネ
クテッドプログラムの研究について紹介を受けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マイク・ノイアー教授 
 
2． 視察内容 
（１）DR について 
 マイク・ノイアー教授によれば、児童虐待の対
応として、HRA に振り分けられた家族よりも
FAR に振り分けられた家族の方が、実際にサービ
スを受ける率が 2.1 倍高いことが示されている。
また、HRA に振り分けられた家族よりも FAR に
振り分けられた家族の方が、1.8 倍サービスを受
け入れる率が高いという結果も示されている。 

家族とどれだけ関係性が持てたかを測るテスト
では、FAR の家族の方が HRA に割り振られた家
族よりも 1.6 倍関係性が良いという結果が出た。 

さらに、FAR の家族はほぼ 2 倍、自分たちか
ら周りに助けを求めていた。3 年間以上の長期間
の比較をしたときに、FAR のこども達は HRA の 

 
こども達と比較して安全は変わらないという結果
も示された。 
 
（２）キンシップケアと普通里親に預けられた 
こどもの比較 

マイク・ノイアー教授らは 2009 年の研究
（Kinship care for the safety, permanency, and 
well‐being of children removed from the home 
for maltreatment）において、キンシップケアと
普通里親に預けられたこどもを比較している。こ
の研究は、666,516 人のこどもを対象とした 102
件の研究結果をまとめたものである。 
 この研究では、キンシップケアに預けたこども
は、問題行動やメンタルヘルスの問題が普通里親
に預けられたこどもよりも少なく、メンタルヘル
スのサービスを受けることも少ないことが結果と
して示された。学業に関しては、キンシップケア
と普通里親に預けられたこどもとでは、異なる結
果は示されなかった。 

また、キンシップケアはこどもの措置先が変わ
っていくことが少なく、こどものパーマネンシー
が安定していることが示された。養子縁組はキン
シップの方が低く、家族再統合の違いはキンシッ
プと普通里親の違いは見られない、という結果で
あった。また、キンシップの方が、里親から虐待
されることは少なかった。 

マイク・ノイアー教授によると、キンシップケ
アの歴史を辿ると、普通里親に比べて安全ではな
いと考えられていたが、キンシップケアに対する
考え方を変えるにはインパクトのあった研究だっ
たとの説明がなされた。 
 
（３）コロラド キンネクテッド プログラム 

このパイロットプラグラムはコロラド州で
2020 年に実施され、情報、教育、幅広いサービ
スとサポートへの紹介を提供を行うものである。 
7 つの郡で実施され、280 の親族家庭に 402 人の 
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こどもが預けられた。プログラムに入った家族の
方が、再統合の率が高い、という結果が出た。ま
た、6 ヶ月の間にこどもたちが家に帰るか、キン
シップに残る方が高かった。別の里親などに行く
率が低い、という結果が示された。 

 
(４)補足 

視察当日は、研究に関して質疑の時間が十分に
得ることができなかったため、コロラド キンネ
クテッド プログラムについては帰国後に展開に
ついて確認を行った。 

このプラグラムは、ジェネレーションズ・ユナ
イテッドホームページに紹介をされており、2024 
年 2 月の時点で 4 つの郡において、Kinnected 
モデルを完全に導入されていることが示されてい
た。主なサービスは、親族の介護者へのサポート。
配置時に、各家族には郡の親族ケースワーカーが
割り当てられ、感情的及び具体的なサポートを提
供されている。 
 
(５)研究について 
 マイク・ノイアー教授は、15 年の研究の積み
重ねが政策立案者の見方を変えることに役立った、
と話していた。又、現在の状況に研究は遅れてつ
いていくものだが、良い研究は政策を動かし、予
算も動く、との思いを語った。 

 
３．所感 
 コロラド州が進めているＤＲやキンシップの施
策の理論的な裏付けとなっている研究を行った研
究者から簡潔明瞭に、研究の説明を受け、海外視
察で見聞した内容の理解を深める重要な機会の１
つとなった。 
 コロラド州のように児童福祉部門の実践が研究
にとりあげられ、その効果や価値を見出されるこ
とは、こどもと保護者に対して自信をもって行政
機関としての判断を示し、こどもや保護者との信 

 
頼関係にもつながっていくように思う。 

日本でも国を中心とした研究の展開はあるが、
現場の実践や困難により根ざした研究が広がって
いくことも必要ではないかと、今回の視察を通じ
て感じた。 

（千葉県健康福祉部児童家庭課 倉田 宰） 
 

【参考】 
〇ジェネレーションズ・ユナイテッド HP
（https://www.gksnetwork.org/resources/color
ado-kinnected-colorado-department-of-
human-services/） 令和７年４月３０日閲覧 
 
〇Marc Winokur 他（2009）Kinship care for the 
safety, permanency, and well‐being of children 
removed from the home for maltreatment 
 
〇Marc Winokur 他 （2024）  Kinnecting 
Caregivers to Services, Resources, and 
Supports:Findings from an RCT of Coloradoʼs 
Kinship Navigator Program 
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訪 問 日 時：2025 年 2 月 12 日 AM 
住   所：University of Colorado Boulder, 
                     Anthropology Library 
                     Hale Science 450, 1350 Pleasant St. 
現地担当者：スーザン・ダニエルズ（ボルダー 
（敬称略）   ファミリーエンゲージメント、フォ     

スターケア統括） 
ジセラ・ヘルナンデス（ボルダー郡
キンシップスーパーバイザー） 

                     キ ャ サ リ ン ・ ゴー ル ド フ ァ ー ブ
（IFCA 理事、コロラド大学人類学
准教授） 

 
図１：コロラド大学ボルダー校外観 
 
1． 概要 

ボルダー郡はコロラド州北部に位置する。コロ
ラド州で７番目に人口が多い郡で、郡庁所在地は
ボルダー市。 
面積：1,946km2 
人口：322,226 人 
人口密度：165 人／km2 
 
2． ボルダー郡によるキンシップケア 
（１） 視察概要 

ボルダー郡では 2006 年から根拠に基づき子ど
もにとって良い効果があるとされているキンシッ
プケアを積極的に取り入れている。 

 
「キン（Kin）」とは親族だけではなく、子ども

が繋がりを感じる人のことを指し、例えば学校の
先生や知人も含まれる。ボルダー郡では子どもの
養育についてキンシップは困難な状況になっても
諦めることが少ないため、里親養育よりもキンシ
ップを優先している。 

キンシップケアについては、今までの里親ケア
とは考え方と支援の仕方も違い、柔軟性が重要で
あるとされる。コロラド州、ボルダー郡からの財
政的なバックアップがあるため、経済的にもキン
シップファミリーが必要とすることに使用でき、
ケースワーカーは子どもがキンシップに留まるこ
とができるよう努めることが可能となっている。 
 
（２）キンシップケアの重要性 

キンシップに措置されることで家族と繋がりを
保てること、コミュニティにも留まれること、自
身の文化にも留まれるという良い面が挙げられる。 
 スーザン氏は「子どもは知っている人の下に措
置されることは気持ち的に楽であり、安全に感じ
る。それに比べて知らない人のところにいくこと
は子どもにとって怖いことだし、ストレスを感じ
ること。次に起こることに対しても不安を感じ
る。」と話す。 
 子どもは親に忠誠心があるため、里親委託にな
った子どもたちは「里親の方が大切になったらど
うしよう。」という葛藤が生まれることがある。
キンシップは関係性ができているため、そのよう
な考えにはなりづらい。 
 
（３）キンシップの肯定的な結果 

子ども自身の問題行動が、他の家庭外措置より
も約 50％少ないというデータもある。 
 里親委託は里親宅を転々としてしまうことも多
いが、キンシップではあまりみられない。 
 大人になってからの予後についても、ホームレ
スになること、刑務所に入ることも少ないという 
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結果が出ている。 
 施設入所となった子どもはメンタルヘルスに問
題が見られるというデータもある。キンシップは
ウェルビーイングが他の家庭外措置よりも良いと
いう結果も出ている。 

スーザン氏は「里親は履歴書上では良い人かも
しれないが、子どもが知っている人と暮らせる方
が大事と考えている。」と話す。 
 

 
図２：コロラド大学内でボルダー郡職員からの話
を聞く様子 
 
（４）普及に向けた取り組み 

キンシップケアを実施していくにあたり、ボル
ダー郡でまず始めたことは、哲学としてキンシッ
プを浸透させることだった。「リスクばかりを考
えるのではない」ということが大事であり、まず
職員の意識改革を行った。そして、裁判所や地域
の関係機関にも理解を得るために考えの共有を図
った。特にリスクとセーフティの区別をつけるこ
とが大事であり、心配と子どもに差し迫った危害
を加えることは別であることの理解が重要である。
中にはすごい小さい家に住んでいたり、経済的に
苦しい家もあるが、子どもが知っている人と暮ら
せることの大事さを、周りの人に理解してもらえ
るように取り組んできた。 

キンシップサービスが可能になるのは皆が「や 
るぞ」と、一つになって初めてできることである。 

 
（５）措置までの流れ 

措置が必要となった時に、まずインテークワー
カーが親に面倒を見てくれそうな人のリストを確
認する。例えば母親が自分の妹に預かってもらう
のが良いと思うと言うと、インテークワーカーが
妹の家に行ってインタビューを行う。適切かどう
かアセスメントし、裁判所の承認を得て措置する
ことになる。インテークワーカーは 24 時間以内
にキンシップファミリーにアプローチすることを
義務付けられており、2 日から 3 日以内には措置
になる。 

措置先が決まったらジセラ氏のグループのワー
カーが出向いて、何が子どもとキンシップファミ
リーに必要なのかを調査する。一般の里親と違っ
てキンシップケアはいきなり子どもと一緒に生活
することになるため、準備ができていないことが
多い。子どもがいる生活へシフトする必要がある
ため、その援助をケースワーカーが行う。トラウ
マがある子どもへのケアをどうするかについては、
専門の職員と支援をすることになる。 

子どもも危機的状態かもしれないが、受け入れ
るキンシップファミリーも危機的状態であること
の理解が必要で、どちらにもサポートがいる。い
きなり子どもを預かるためベッドや食料もない、
学校も転校しなければならない可能性がある。子
どものいない人なら、どういう手続きしていけば
いいかわからないこともあるため、そこもサポー
トする。 
 
（６）経済的支援 

裁判所から承認してもらえれば、里親委託と同
額程度（40 から 60 ドル程度／１日）がもらえる。
金額は年齢によるが年齢が低ければ低く、高けれ
ば高い。家族の中には CPS と関わりたくないた
め、承認はいらないという人もいるが、ほとんど
の人が金銭的援助を必要としており、承認を得て
いる。 
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ボルダー郡でキンシップを行うための予算を持

っているため、様々な支援ができる。例えば子ど
ものベッドがなければベッドの購入費、スイミン
グプールの入場券、車の修理費に使用することも
可能。キンシップケアをするために仕事を辞める
人もいるため、家賃補助、光熱費や保育サービス
にも使うことができる。その費用は家族ごとのニ
ーズに合わせて柔軟に使えるようになっている。 
 
（７）措置に向けての柔軟性 

委託する際の基準がキンシップの方が里親より
も緩い。里親は基準がしっかり決められていて、
居住スペースが一人につき何平方メートル等決め
られているが、キンシップは柔軟に決めることが
可能。 

子どもの保護が必要となり、キンシップが見つ
からず里親委託になった場合、インセンティブフ
ァミリーファインダーが継続してキンシップでき
そうな人を探すことになる。電話したり手紙だし
たり、サーチエンジン使ったりし、見つけること
を諦めない。親族関係になくても子どもが知って
いる人にも措置することはある。家族の親しい友
人、近所の人、子どもが前から知っているなじみ
のある人もキンシッププロバイダーとしてみなし
ている。もちろん子どもにもどこに行きたいか聞
くが、10 代の子どもは自分が行きたいところを教
えてくれるのが上手である。 
 
（８）家庭への再統合 
 ほとんどのキンシップケアになったケースは再
統合される。子どもが家庭に引き取られるだけで
はなく、親がキンシップ先に来てケースが終結す
ることもある。 
 
（９）質疑応答 
Q:里親委託とキンシップへの委託の割合は？ 
A:家庭外措置は約 100 ケース。そのうち 67％がキ 

 
ンシップケア。2 年前は 40％程度。施設入所は 3
ケース。ポリシーが変わったことが大きく、キン
シップを探すことも重要。 
Q:キンシップワーカーの人数は？1 人の持ちケー
ス件数は？ 
A:６人。一人の持ちケースは 10 件程度。 
 
３．キャサリン・ゴールドファーブ准教授による
講義、対話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：ゴールドファーブ准教授（右）と藤林団長 
 
（１）ゴールドファーブ准教授の研究 
 ゴールドファーブ准教授の父が物理学者であり、
日本の大学に所属していた際、日本に数か月間住
んでいたことがあった。大学院にて文化人類学を
専攻し、どこで研究したいかを決める際に日本の
血縁関係を重んじる家族関係について関心があっ
たため日本での研究に至る。日本語も堪能。 

2008 年からの研究で 2025 年の 1 月に『Fragile 
Kinships』を執筆、発行された。 

この研究では、日本とアメリカの文化的な愛着
の違い、家庭から分離された子どもたちが過去に
起きたことをどのように考えているか等を里親、
養子縁組家庭、児童相談所、精神科、SW、当事 
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者団体等へ 2008 年から 2023 年まで 15 年間の調
査を行った。 

ゴールドファーブ准教授が一番書きにくかった
と話すのは児童養護施設のこと。年齢が上がり、
自立後のことを考えて葛藤している子ども、職員
の入れ替わりなどで入所している子どもたちも困
惑している様子があり、職員がいなくなったこと
で退所する子どももいたとのこと。 
（２）質疑応答 
Ｑ：日本とアメリカの施設退所後の違いは？ 
Ａ：予後は一緒のような気がする。日本でも里親、

施設の措置解除後の子どもたちについて調査
したものがあり、施設よりも里親の方がメデ
ィカルケア・ヘルスケアにかからない、経済
的にも安定、保険に入ることも多かったこと
がわかっている。日本では施設職員など個人
的な繋がりを肯定的に考えられていないこと
が多いのではないか。一人でも繋がりのある
人がいれば肯定的というデータもある。 

Ｑ：アメリカと日本の施設の違いは？ 
Ａ：小規模のグループホームはあるが、大舎制の

施設は少なくなってきている。非行児が入る
施設くらい。行動上の問題がある児、非行性
がある児が入所する施設となっている。 

Ａ：ハイニーズの子どものための施設があり、ベ
ッド数は１７７。日本の心理治療施設のよう
な施設。性化行動、統合失調症、知的障害等
を持つ子どもが入所しており、ほとんどの子
どもが被虐待児。１つの施設のベッドの数を
小規模にしていく方向。 

Ｑ：コロラド州では子どもにとって制限の少ない
場所で保護を目指すということだが、その考
えで言うと日本の一時保護所は一番制限が多
いところに感じる。それをどう思うか？ 

Ａ：人権侵害になるだろう。アメリカでも昔は一
時保護が長期化することがあった。 

緊急一時保護をしてくれる里親がおり、それが里 

 
親宅を転々としてしまうという弊害となることも
あるが、学校へは登校できるようにしている。 

 
図４：キャサリン・ゴールドファーブ准教授が 

出 版。 日本 の児 童福 祉を 研究 した 著書
“Fragile Kinships” 

４．所感 
子どもが両親の元で暮らすことが難しい場合で

も、子どもが繋がりを感じられるところで生活す
ることを優先し、支援していく姿勢に心動かされ
た。また、研究が同時に行われていることで根拠
を示すことができ、キンシップに措置された子ど
もたちの予後が良いという結果が出ていることに
も驚かされた。この経験を活かし、子どもたちが
安心して生活できるよう、常に最善を尽くそうと
することが大切であることを意識しながら職務を
全うしたい。 

（千葉県市川児童相談所 船橋支所 並木 強） 

 
図５：講義終わりに記念撮影 
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訪問日時：2025 年 2 月 12 日 PM 
住 所：900 Jefferson County Parkway, Golden, CO  

現地担当者：（敬称略）   
Mary Berg、Rachel Zenzinger 、Barb Weinstein  

Natalie Mall 、Alysse Nemecek 、Erin Dowler  

Roxanne Sabin 、Crystal Arnett  

Kati Makelky、Adam Rodriguez 、Nate Bustamante        

 
１．ジェファーソン郡概要 
郡庁所在地：ゴールデン 
人口：576,366 人 
このうち 5 歳以下は 4.5%､18 歳以下は 18.0% 
地理･産業：南北にロッキー山脈が貫いている｡天
候は 365 日のうち 250 日が晴れという気候に恵ま
れた土地である｡アメリカで有数のビール会社ク
アーズの本社があり、主要産業として栄えている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
図１ ジェファーソン郡ヒューマンサービス局 
 
２．視察内容 
（１）こども、若者、家族と成人保護課の概要 

この課は、児童及び成人保護、措置、児童虐待予
防、養子縁組、家族再統合等を担当する部署であ
る。ヒューマンサービス局の中では最大規模の課
で、職員は総勢 240 名、うち児童福祉ケースワー
カー（以下 CW と表記）は 110 名である｡ 

この 10 年､課は一丸となって児童福祉の変革に
取り組んできた。まずは組織内の意識改革を行い、
全職員が児童虐待予防の重要性を認識し、キンシ
ップ（こどもを親族や見知った人に育ててもらう
こと）を推進した。変革するにあたって最も重視
したのは“こどもと家族にどんなよい結果をもた
らすか”という点である。 

課の業務を統計で見ると、年間 10,000 件児童虐
待に関する通告が入る。スクリーニングをし、コ
ロラド州法で定められた児童虐待・ネグレクトの
定義に当てはまらない 8 割はスクリーンアウトす
る。2000 件がスクリーンインされ、アセスメント
が実施される。アセスメント後、500 ケースがオ
ープンケース（受理）となる。 

家庭外措置については、キンシップケアが全体
の 62％を占め、残り 30％はフォスターケア（里親
養育）を利用している。施設措置はごく少数であ
る。課の年間予算は約 3600 万ドル。柔軟に予算を
使えることがこどもと家族の福祉につながると何
度もアドボケイトし、今では柔軟に予算を使える
ようになっている。 
 

 
 
 
 

 
図２ 郡庁舎入口すぐ。多言語で「ようこそ」と書かれている。 

 

（２）コンセンサスベースドな組織作り 
ジェファーソン郡では、コンセンサスベースド

（同意に基づいた）な組織作りに取り組んでいる。 
１年以上働く職員は組織内の実践と文化作りに関
与する委員会に入ることが義務付けられている。
郡でなされる実践のうち 85％は委員会が決定し、 
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図３ こども、若者、家族と成人保護課組織図 

 
残り 15％は管理部門が決定する。郡組織自体が職
員の意見を尊重し、それを郡内の文化や実践に反
映させるシステムをとっている。 
 
（３）Lived Experience 

上述した郡内委員会の中に組織の運営方針を決
める Steering 委員会がある。その中で Lived 
Experience（当事者の実体験）が足りないという
意見が出た。そこで、児童福祉の Lived Experience
の雇用が決定した。Nate Bustamante 氏は社会的
養護の経験者であり、親としてはこどもを保護さ
れた経験がある。彼はファミリーアドバイザーと
してパートタイムで雇用され、新人ＣＷと同等の
給与を得ている。児童福祉にかかわられる中での
実体験をもとに、ケースの家族やこどもにより良
い実践を届けるのが彼の役割である。そのほか、
課がプログラムや政策を立案する際にも Lived 
Experience を持つ立場から参画する。彼が寄与し
た例をあげると、こどもと家族向けプログラムを
立案する時、父親の参加を促すために彼の意見が
非常に役立ったということである。 

ファミリーアドバイザーとして児童福祉と協働
することについて Nate 氏は、「学位や職歴でなく、
自分の経験に価値を見出してくれたことに感謝し 
ている」「初めての取り組みなので、様々な葛藤が 
あったが、常に皆でオープンマインドでいること
を心掛けた」と語る。 

郡の取り組みに Lived Experience を反映させる
動きには、準備の段階から非営利団体 Foster 
America がかかわった。Foster America とは、 
 

 
 
 
 
 
 

 
児童福祉の変革を目指し、政府機関、地域ととも
に、地域に根ざした児童虐待予防志向の方法を実
現する団体である。このようにジェファーソン郡
は、民間と連携し、“こどもと家族に良い結果をも
たらす”ため、革新的な発想を実践するリーダーシ
ップを発揮している。 
 
（４）予防チーム 

予防チームの仕事は、強権的に児童福祉がかか
わることになる前に、児童虐待予防のため、家族
にアプローチすることである。上で述べたように、
通告のうち 80％は虐待及びネグレクトではない
としてスクリーンアウトされる。予防チームは、
スクリーンアウトされたほとんどのケースにかか
わる。予防チームが提案する支援を受けるかは完
全に家族の意思により、家族が必要ないといえば
それ以上かかわることはしない。スクリーンイン
していないため、アセスメント調査はなされない。
数字で見ると、接触したケースのうち約 70％が予
防チームの支援を受け入れる。また、予防チーム
の支援が入ると再度児童福祉ケースとなる率が
24％低いというデータがある。 

予防チームは２チームあり、それぞれ５人のケ
ースワーカーから成る。予防チームの職員は、社
会資源に関するエキスパートであり、全員児童福
祉 CW としての経験があるため予防の時点から家
族の参加を促すことに長けている。家族に初めて
かかわる時は、「あなたのことを心配している人が
います」という点を明確にした上でかかわりを開
始する。まずは電話、メール、手紙や家族が必要と 
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していそうなサービスについてのパンフレットを
投函する。アポイントメントなしで訪問はしない。
社会資源につなげることを目標とし、地域に繋ぐ
ことができれば予防チームのかかわりは終結する。
例えば母が夜働くためにこどもが夜間放置されて
いる場合、こどもの年齢にもよるが、コミュニテ
ィでこの家族をサポートしてくれる人を探すとの
ことだ。 

予防チームにとっては、地域に対して研修を行
うことも仕事の一つである。学校、地域、警察等に
『児童福祉とは？』『貧困とネグレクトの違い』と
いうテーマで研修をする。虐待の定義を伝え、実
際にあった通告や相談を素材にして研修する。例
えば、車中泊は貧困によるもので、虐待ではなく、
汚い服で登校するというネグレクトとは異なるこ
とを説明する。過去には車中泊やライフラインが
止まったケースを児童福祉で扱っていたが、貧困
とネグレクトは分けて考えるべきと CW の意識改
革をし、今は極力社会資源につなげることで保護
はしない方針をとっている。 

社会資源を開発することも重要な仕事である。
地域ですでにサービスを提供している機関と地域
が抱える課題についてよく話し合い、そこから必
要な社会資源を検討していく。社会資源の例は下
記のとおり。 
・フェイスベースド：宗教施設からの物品提供 
・ホームベースセラピー：訪問型治療サービス 
・性加害者・被害者への治療 
・メンタル・カウンセリング 
 
（５）キンシップナビゲーション 

ジェファーソン郡は、こどもと親を引き離すの
であれば、キンシップに育ててもらう方が予後が
よいというエビデンスをもとにキンシップケアに
力を入れている。ジェファーソン郡で虐待及びネ
グレクトを理由に家庭外措置されている児童は約
300 人で、そのうち 170 人がキンシップケア、 

 
83 人がフォスターケアを受けている。10 年前は
この比率が逆であったが、キンシップメインに変
革してきた。 

このチームの主要な役割は、こどもの措置先と
してキンシップを探すこと、キンシップファミリ
ーをサポートすることである。措置環境のアセス
メントも重要な仕事で、毎月キンシップファミリ
ーを訪問し、毎週キンシップファミリーと話をす
る（電話、メールを含む）。キンシップ担当には３
人の CW が配置されている。 

キンシップファミリーに対してはキンシップ
CW がつき、こどもにはパーマネンシーCW がつ
く｡キンシップ CW は、キンシップケア中に起こる
問題や課題に対応し、パーマネンシーCW はこど
もと実親の再統合に専念する。一つのキンシップ
ファミリーに対して複数の CW がつくことで、役
割分担をしてケースワークを進めることができる。 
 
（６）ファミリータイム 

家庭外措置中の親子の面会交流を指す。現在、
ファミリータイムは外部委託され、地域の施設や
キンシップ家庭等、よりこどもにとって自然な場
所での面会が可能となった。もともと郡庁舎内の
一室でファミリータイムを実施していたが、その
時はファミリータイムが親の養育力をアセスメン
トする時間になってしまっていた。長年をかけて
CW の意識を改革し、ファミリータイムとは親子
の権利であり、親子がもっと参加したいと思える
時間にしようとの考えに切り替えていった。 

方法としては、①キンホームで実親とキンが一 
緒にファミリータイムを持つ、②外部委託業者の 
SV がファミリータイムに同席するやり方があり、
①にするか②にするかはケースの状況に応じて
CW と SV が決める。①で、実親がもっと長くこど
もといたいと帰らない場合はどうするのかとの質
問が出たが、キンが祖母である場合等、予定より
長くいることが許されることはあるとのことだ。 
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それは親子再統合にとって良いこととしてとらえ
られている。ファミリータイムは週２-３日設定さ
れ、できる限り多く親とこどもを会わせることが
推奨されている。こども連れ去りの危険性がある
場合は、構造化されたファミリータイムから始め、
安全性を確保しながら徐々に段階を進めていく。 

郡庁舎内には乳幼児との面会に使える Baby 
Den という部屋があり、電子レンジ、おむつ替え
台がある。４家族が一度に入れるスペースがあり、
仕切りがないため、面会交流中の親子同士がネッ
トワークを築ける作りになっている。 
 
（７）コラボレーティブフォスターケア・プログラム  

３郡でコラボレートする広域里親制度。一郡だ
けでは十分な数のフォスターケアプロバイダーを
確保できなかったため、近隣のアラパホ郡、ダグ
ラス郡とジェファーソン郡の３郡共同で一つのフ
ォスターケア事務所を構え、フォスターペアレン
ツの人材確保、維持、トレーニングを行っている。
３郡がコラボレートしたことで、州内で最も大規
模なフォスターケアを抱えることとなった。 

 
３．所感 

ジェファーソン郡庁舎に入るとすぐ、多言語で
書かれた「ようこそ」の挨拶に出迎えられる（図
２）。異国の地で自分が慣れ親しんだ文化に出会う
とほっとするものだが、ジェファーソン郡では建 
物に入った瞬間から歓迎され、多様性に配慮した
雰囲気を感じとることができた。 

ジェファーソン郡の職員は、エビデンスで示さ 
れた児童福祉の弊害を真摯に受け止め、自らをよ
りよいものへ改革しようという姿勢が顕著であっ 
た。視察は、職員が「特別養子縁組で児童福祉と協
働した経験があります」と述べる自己紹介から始 

 
まり、児童福祉は一部の人のものではなく、あな
たにも私にもかかわりがあるものですとのメッセ
ージが伝わってきた。このオープンさが、児童福 
祉に対する偏見や差別を内側からなくすことに繋
がると感じた。『あなたも私も児童福祉の当事者で
ありうる』という意識を持つことの大切さを学ぶ
ことができた。児童福祉や児童相談所に対してネ
ガティブな印象を持っている人はいまだ社会に少
なくない。今後、筆者が児童福祉を実践していく
中で、ジェファーソン郡で体感した児童福祉への
オープンさを社会に醸成していきたいと思う。さ
らに、ジェファーソン郡が、児童福祉の Lived 
Experience を活かし、児童福祉のシステムや施策
が、行政側からの一方的なものにならないよう工
夫していることに驚嘆した。行政システムを血の
通ったものにしようと奮闘し、かつそこに貢献し
ている Nate 氏の姿に感動を覚えた。行政側から
だけでは思いつかない発想であり、民間団体との
協働が奏功していると感じた。さらに、ジェファ
ーソン郡の職員が、自分たちの組織がコンセンサ
スベースドな組織であることに誇りを持っている
のが印象的であった。その姿を見て、筆者自身、組
織の在り方について考える機会となった。職員自
身がコンセンサスベースドな組織にいることが、
出会うこどもや家族のコンセンサスを得ようとの
態度に繋がる、その意識をもって、職員自身が尊
重される組織作りに貢献していきたいと思うよう
になった。 

今回ジェファーソン郡の視察で得られた知見を
活かし、日本の児童福祉が、こどもと家族にとっ
てより良いものとなるよう、こどもと家族を中心
とした支援を展開していきたい。      

 （明石こどもセンター 磯田 知美） 
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訪 問 日 時：2025 年 2 月 13 日 AM 
住   所：13123 E 16th  Ave, Aurora,CO 
現地担当者：Melanie Jordan, JD （親側の弁護士） 

Nate Bustamante（ペアレント・アドボケイト） 
Cara Nord（子どもの側の弁護士） 
Elizabeth Arrieta（元フォスター・ユース） 

 
1． 概要 

子どもが家庭外措置に措置された後の裁判所に
おける手続き（Dependency and Neglect Case、
DNN case と呼ばれる）と、この手続きに関わる
人とその役割についての講義を受けた。 

その後、実際に手続きを経験したユースから経
験談とともに、経験に根差したいくつかの取り組
みについての報告があった。 

 

 
2． 視察内容 
(1)  裁判に関係する人 

裁判官（Judge）。カウンティ側：ケースワーカ
ー、カウンティの弁護士。親側：親、親の代理人
弁護士、ペアレントアドボケイト。子ども側：子
ども、子ども側の弁護士、アドボケイト。子ども
が複数の場合は、それぞれに弁護士がつく場合も
ある。弁護士は裁判官も含めて最低４人、複数の
親や子どもに弁護士がつけば、それ以上になるこ
ともある。 
 コロラド州では、すべての子どもに裁判に出席
する権利があり、生まれたばかりの赤ちゃんから
18 歳までそれぞれの子どもに弁護士がつく。0〜
11 歳の子どもには GAL（Guardian ad Litem）と
いう「子どもの最善の利益」を主張する弁護士、 

 
12 歳以上の子どもには CFY（Counsel for Youth）
という、本人の意向を主張する弁護士がつく。必
要 に 応 じ て CASA（Court Appointed Special 
Advocate）というボランティアの支援者がつい
て、子どもの主張を表現することをサポートする。
彼らは子どものニーズや環境を確認し、裁判所に
報告する役割を担う。 

 
 
(2) 裁判手続きにおけるヒアリング（審問） 
① Temporary Custody Hearing（Emergency 

Hearing） 
 緊急に子どもが保護された場合に、72 時間
を超えて分離するかどうか、どこに子どもを
措置するのかを決める。また、子どもを家庭
外に措置する必要がある場合は、面会の可否
や場所、その他の子どものニーズについても
裁判官が判断する。また、親や子どもに弁護
士が正式に任命される。 
 この 72 時間の間に、ケースワーカーは大量
の書類や証拠を準備し、裁判所に子どもの保
護が必要であることを説明する。子どもを家
庭から引き離さなくても、家庭内で接近禁止
命令（Emergency Protective Order）を出す
場合もある。 

② Adjudicatory Hearing 
 親が通告された虐待やネグレクトの内容を
認めるか否かが判断される。親が否認した場
合は、裁判官による裁判か、陪審員による陪
審裁判を選べる。この段階での証明基準は
preponderance of the evidence と呼ばれ、そ 
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の事実があった可能性が 51%以上という比較
的低い基準である。親が虐待を認める、ある
い は 裁 判 所 が 事 実 と 判 断 す れ ば 、 次 は
Dispositional Hearing へ進む。 

③ Dispositional Hearing 
 ここでは、家族の再統合に向けた、トリー
トメント・プラン（治療計画）を決定する。
トリートメントプランには、親の行動目標
（例：薬物を断つ）や、それを達成するため
の具体的なステップ（例：尿検査や治療プロ
グラムの完了）が記載される。この計画は原
則として行政（福祉局）と家族が協力して作
成するが、どちらかが同意しない場合は一部、
または全部を争うことができる。 

④ Review Hearing 
 トリートメントプランが実行されているか
を定期的な確認が約 90 日ごとに行われる。 

⑤ Permanency Hearing 
 子どもが保護されてから 6 か月以内に家庭
復帰ができなかった場合に開かれ、パーマネ
ンシー目標が設定される。子どもの長期的な
生活方針について話し合われる。きょうだい
がいる場合、それぞれに異なるパーマネンシ
ー・ゴールが設定されることもある。 
 トリートメントプランがうまくいかず、子
どもが家庭に戻れない場合、いくつかの選択
肢 が あ る 。 ひ と つ は APR（Allocation of 
Parental Responsibilities：親権の配分）子ど
もが親と暮らすことが難しい場合に、親族や
他の養育者に養育を任せる方法としても用い
られる。この方法では、親の親権を完全に喪
失するわけではなく、後に裁判所に申し立て
て再調整することも可能。 
 次に、より重大な選択肢が Termination of 
Parental Rights (TPR)、親権の法的終了とな
る。TPR ヒアリングでは、次の 4 つの要件を
「明白かつ説得力ある証拠（clear and  

 
convincing evidence）」で証明する必要があ
る。 
・トリートメントプランが実施されなかった、
または効果がなかったこと 
・親が養育者として適格ではない（unfit）と
され、近い将来回復の見込みがないこと 
・APR など他の手段では不十分で、TPR が唯
一の道であること 
・TPR が子どもの最善の利益にかなっている
こと 
 この「明白かつ説得力ある」証拠の基準は、
前述した preponderance of the evidence より
も厳しいが、刑事裁判で使われる「合理的疑
いを超えて（95〜100%）」よりはやや緩い。
だいたい 75%くらいの証明度が必要とされて
いる。 
 TPR が決定した場合、親には控訴の権利が
ある。ただし、認められるのは全体の 6%程
度とかなり低い。 

⑥ TPR の後、子どもは養子縁組の対象となり、
裁判所のケースは、正式に養子縁組が成立す
るまで継続される。 
 

アメリカの養子縁組手続きでは成立前に、実親
との親権喪失がなされる必要があるため、「Legal 
Orphan（法的孤児）」が問題となる。これは、
TPR 後も養子縁組が成立せず、法的な保護者がい
ない状態の子どものことを指す。このようなケー
スへの対応として、コロラド州では約 16 年前に
「 親 権 の 再 付 与 （Reinstatement of Parental 
Rights）」の制度が導入された。 

Nate が語るには「私のケースはその制度が導
入される前のものでした。私は 12 歳のときに親
権が終了しましたが、他人と養子縁組を結ぶこと
を拒否したため、15 歳で母のもとに戻りました。
その時点で親権再付与制度がなかったため、母が
私を再び養子縁組する形で法的な親子関係に戻り 
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ました。」 

 親権の再付与は非常に稀なケースで、法的なハ
ードルも高い。ちなみに、コロラド州では約 13%
の養子縁組が養子縁組後の Disruption（不調）に
至っているというデータがある。 
 
(3) Elizabeth さんの語り 
 OCR（Office of the Child's Representative）の
事務所と、私たち LEAP（Lived Experts Action 
Panel）と共同で、「ツールキット（Youth Toolkit 
for Dependency and Neglect）」を作成した。こ
のツールキットは、DNN ケースとは何か、子ど
もたちが持つ権利、そのケースに関わる人たちの
役割などが、若者たちにも理解できる形で説明さ
れている。弁護士が何をしてくれるのか、どこに
行くことになるのか、重要な日付はいつなのかな
どについても説明されている。ツールキットには
カレンダーも付いていて、子どもたちが家族との
面会、治療の予定、裁判の予定などを書き込める
ようになっている。 

また、2024 年、OCR と Leap はコロラド州で
「フォスター・ユースの権利章典（Foster Youth 
Bill of Rights）」を作成した。この章典の法制化
には、若者たち自身が内容の作成に関わり、法案
の 審 議 で も 証 言 し た 。 こ の 法 律 で は 、OCR 
がフォスターケアにいる子どもたちの権利を明示
する「通知（Notice of Rights）」を作成する義務
が定められた。 

章典には 9 つのカテゴリーに分けられた権利が
あり、法律では、裁判所がこれらの権利を制限し
たり否定したりするためには、「明確かつ説得力
のある証拠（clear and convincing evidence）」に
基 づ い て 「 特 別 な 事 情 （extraordinary 
circumstances）」が存在し、かつ「子どもの安全
確保のために必要である」と認められた場合に限
るとしている。 

 

 
(4) Elizabeth さんとの Discussion 
Q：GAL や CFY との信頼関係を築くのに、何か困
難はありましたか？ 
A：いいえ、信頼関係を築くのに困ったことはあ
りませんでした。私は 2016 年に GAL と出会って、
2024 年までその方と関わっていました。とても
信頼していて、彼女は私の結婚式にも来てくれま
した。証人も務めてくれたんです。 
Q：GAL と CFY は同じ方だったんですか？ 
A：はい、同じ方でした。ずっと一緒にいてくれ
て、本当に感謝しています。 
Q：ケースが始まったとき、母親と関わることが
ありましたか？ 
A：私のケースは 12 歳のときに始まりました。そ
のときは父と一緒に暮らしていて、母の存在はま
ったく知らなかったんです。でも裁判で突然母が
現れて、「なぜここにいるの？」とすごく驚きま
した。その疑問も GAL に聞いて教えてもらえまし
た。おかげで裁判の流れも早く理解できました。 
Q：ケースワーカーとの関係はどうでしたか？
A：ケースワーカーは頻繁に変わりました。私は
少なくとも 8 人は担当が変わったので、正直なと
ころ、強い信頼関係は築けませんでした。でも
GAL や CASA はずっと同じだったので、そちらと
の関係は非常に深かったです。 
Q：GAL や CASA、ケースワーカーなどの役割の
違いはどのように感じましたか？ 
A：私にとって最も重要だったのは GAL と Casa
でした。彼らは頻繁に私に会いに来てくれて、特
に GAL は法廷で私の「最善の利益」を代弁してく
れる存在でした。ケースワーカーとは違い、私の
気持ちや立場をちゃんと伝えてくれる人たちだっ
たと思います。 
 
Q：GAL に必要なこと求めることはありますか？ 
A：コロラド州では、GAL は少なくとも月に 1 回
は子どもに会うことが求められています。必ずし 
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も対面でなくても良いので、月 1 回、もしくは 2
回、メールや電話などで「元気？何かあった？」
と連絡してくれるだけでも、安心感につながりま
す。子どもたちは自分から言い出すのが怖いとき
もあるから、大人の側から声をかけてほしいです。 
Q：今の日本では、子どもたちに弁護士やアドボ
ケイトがつかない状況が多く、ケースワーカーが
頻繁に変わることもあります。そういった現状を
聞いて、何か思うことはありますか？ 
A：はい。自分の人生、自分の経験を経て、何が
自分にとって最善なのかを一番よく知っているの
は自分です。日本の制度では、子どもたちが弁護
士を持てないと聞きましたが、私はそれは間違っ
ていると思います。なぜなら、これは子どもの人
生に関わる問題であって、親やケースワーカーの
人生ではないからです。 
Q：少しずつ制度を作ろうとしていますが、全国
的にはまだまだです。子どもたちが自分のケース
について「こうありたい」と意思を伝えられる仕
組みが必要ですよね。 
A：そうです。日本にも、まずは子どもたち自身
が「自分の意見を言える場」や「自分のケースに
関われる仕組み」が必要だと思います。それが整
ってから、制度の中で声をあげるような活動もで
きるようになると思います。 
 
3． 所感 

家庭外措置（日本で言うところの社会的養護へ
の措置）になった場合の裁判所の関与は日本とは
全く異なる。日本では、大部分のケースで裁判所
は関わらないし、裁判所でなくても外部の機関が
児童相談所のこどもや家族に対する意思決定ケー
スをチェックする仕組みはない。そのため、措置
された後は、児童相談所のみでその後が決まって
しまう。また、日本では、パーマネンシーゴール
という発想が浸透しておらず成人年齢で自立を迎
えるまで措置が続く場合も未だ多い。また、ケー 

 
スワークが滞ることも少なくない。 

米国では、裁判所による手続きが時間枠に沿っ
て行われるので、家庭外措置した後、親も福祉当
局も何もしないでは済まされない。そして、子ど
もも GAL や SFY も、親も親の代理人もパーマネ
ンシーを意識しており、迅速に保障するための時
間的制限が明確である。日本のゴールもなく漫然
とした措置を続けているのとは大違いである。 

一方、親権の法的終了決定までの時間は短すぎ
るようにも思われ、その結果、Nate のような養
子 縁 組 を 希 望 し な い 子 ど も や 多 数 の Legal 
Orphan の存在という問題も一方で発生している。 

もう一つ、注目すべきことは、当事者である子
どもの参画である。０歳の子どもも含めて子ども
は裁判の手続きに参画できることが法律で決めら
れている。そして、そのことを可能にするために、
すべての子どもに弁護士やアドボケイトが付いて
いる。そして、子どもが自分の人生の重大な決定
に参画するための、手厚い保障は、今後日本にお
いても目指す姿と思われる。 

 最後に、本項目は視察での講義に基づいた記
録であり、複雑な手続きをすべて網羅したもので
はない。詳細については連邦法や関連書籍を参考
にしていただきたい。 

（西日本こども研修センターあかし 藤林 武史） 
 

参考 
・Lived Experts Action Panel (LEAP) 

https://coloradochildrep.org/about/leap/ 
・Youth Toolkit for Dependency and Neglect 

https://coloradochildrep.org/download/ 
toolkit-for-children-youth-%20with-
dependency-and-neglect-
dn-%20cases/?wpdmdl=17257&refresh 
=673e2272ba6b41732125298 

・Foster Youth Bill of Rights 
https://coloradochildrep.org/youth/foster-youth-
rights/ 
なお、本報告書の 71〜77 ページに、一部分
を抜粋して掲載しています。 
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ペアレントアドボケイトの取り組み 
Parent Adovocate 

 
訪 問 日 時：2025 年 2 月 13 日 PM① 
住   所：13123 E 16th  Ave, Aurora,CO 
現地担当者：Melanie Jordan, JD  
  （敬称略）  Nate Bustamante  
1． 概要 

Parent Adovocate とは、虐待等により、Child 
Protective Services（以下 CPS）（※日本でいう
児童相談所のようなもの）が介入した際などに、
親が適切に権利を行使できるようサポートし、親
の短期的な行動が不利にならないよう助言等を行
います。そして、「こどもは可能な限り親と共に
いるべき」という信念のもと、家族の支援を行っ
ています。 

ネイト氏は、自身の経験から、親自身が自分の
権利を理解し、適切に行使することが、こどもを
守る鍵だと考え、Parent Adovocate として活動を
行っています。 
 
2． 視察内容 
Parent Adovocate としての取り組み 

 
語り手：Nate Bustamante 氏（右） 

 
⑴ ネイト氏へのインタビュー 
Q：ネイト氏はなぜこの活動を始めたのですか？ 
A：私はこどもの頃、母親から引き離され、最終
的に母は親権を失いました。その後、私は里親宅
を転々としました。そして、最終的には、実母に 
養子縁組をされるという、バカバカしい経験をし 

 
ました。その頃から、「自分と同じような状況に
いるこどもたちを助けたい」と思うようになりま
した。「自分の孤独だった経験」を他のこどもた
ちにはさせたくなかったのです。 

そして、自身が親になり、こどもたちが保護さ
れ、家族が離れ離れになる中で、親としてどのよ
うにこどもを守るべきかを深く考えるようになり
ました。その中で気付いたことが、「親を支援す
ることが、最終的にこどものためになる」という
ことでした。 

Parent Adovocate としての活動の中で、私が特
に気に入っているのは、弁護士と連携して機密性
を確保しながら支援できる点です。親が安心して
本音を話せる環境を提供することで、より効果的
な支援が可能になります。また、行政機関やケー
スワーカー、裁判官など、システムの中にいる
人々に対して、「親やこどもの視点を伝える役割」
も担っています。多くの場合、システム側の人々
は、親やこどもが実際にどのような状況に置かれ
ているのかを十分に理解していません。私の役割
は、それを橋渡しし、適切なコミュニケーション
を生むことにあります。 

親が持つ権利を行使することで、時にケースが
不利になることもあります。例えば、「沈黙する
権利」がありますが、ケースワーカーとの対話を
完全に拒否すると、親の状況が適切に伝わらず、
結果的にこどもにとって不利になる場合がありま
す。逆に、親が自分の権利を知らずに、焦って何
でも話してしまうことも問題です。その情報が記
録され、後々不利に働くことがあります。そのた 
め、私は親に対して、短期的な視点ではなく、長 
期的な目線で物事を考えるよう促しています。 
要するに、「最終的にこどもを家に戻すために何
が必要なのか？」という視点を持ってもらうこと
が重要なのです。 

弁護士が親の支援を行う際に、州の予算がどの 
ように使われているのかについても触れておきま 
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ペアレントアドボケイトの取り組み 
Parent Adovocate 

 
す。長年、連邦政府はケースワーカーの法的支援
には資金を提供していましたが、親やこどもの支
援には充てられていませんでした。しかし、5 年 
前に制度が改正され、親の法的支援にも資金が提
供されるようになりました。コロラド州では、こ
の資金を活用し、「Parent Adovocate プログラム」
を設立し、現在は、約 20 人の Parent Adovocate
が活動しています。 

最後に、私が関わった事例を紹介します。ある
父親は、刑務所を出たばかりで、住む場所もなく、
薬物依存の問題を抱えていました。私は彼と電話
で話し、スカラーシップを利用して、薬物依存の
治療施設への入所を勧めました。彼には、同じ経
験をしたピアの視点で、「ここには、本気で更生
を目指す人もいれば、刑務所に戻りたがる人もい
る。自分の未来を決めるのは君自身だ」と伝えま
した。彼は 2 カ月間のプログラムを受けた後、仕
事を見つけ、住まいを確保しました。そして 6 ヶ
月後、こどもと再会し、最終的にケースが終了し
ました。その 1 年後に、あるイベントで彼がこど
もと一緒に訪れ、「あなたの言葉がなければ、私
はここにいなかった」と感謝を伝えてくれました。 

 
⑵ ネイト氏が大切にしていること 

こどもを家庭から引き離すことは、慎重に行わ
なければなりません。重度の虐待や深刻な危険が
ない限り、こどもは親と共にいることが最善です。
行政機関が介入する際には、その影響を十分に考
慮し、こどもと家族の関係を断ち切るのではなく、
具体的な支援を提供することが重要なのです。 

親の権利を守ることは、こどもの未来を守るこ 
とにつながります。今後もこの活動を通じて、多 
くの家族を支えていきたいと考えています。 
 
⑶ 参加者からの質問 
Q：日本では、Parent Adovocate のような制度は 
ないが、児童相談所の CW が親と面接する際、ど 

 
のような心構えを持つべきでしょうか？また、日 
本ではケースワーカーが単独で判断を下す状況が 
多い中で、親の立場や支援者の視点を踏まえたよ 
り良い対応のあり方について、どのように考えれ 
ばよいでしょうか？ 
A：私の考えとしては、こどもの視点から見るこ 
とが大切だと思います。重度の身体的虐待や性的 
虐待といった重篤なケースを除けば、家庭外措置 
は極力避けるべきです。こどもが家庭から引き離 
されるということは、犯罪者に誘拐されるのと同 
じような衝撃を受けるものです。こどもは自分の 
文化やアイデンティティ、食事の習慣、入浴のタ 
イミング、通う学校など、あらゆるものを突然失 
います。多くのこどもは、たとえ家庭が安全でな 
く、ネグレクトの可能性があったとしても、家に 
いたいと願っています。家庭から引き離された瞬 
間、政府による保護であっても、犯罪者による誘 
拐と同じような影響を受けるのです。誰を信じれ 
ばいいのか、どう愛すればいいのか、健全な人間 
関係とは何か──そうしたことがわからなくなり、 
一生その影響を受け続けるこどももいます。そう 
いう影響を与えるということをもっと知っておい 
てほしいと考えています。 
 
3. 所感 
「親を支援することが、最終的にはこどものた

めになる」。一見すると当然のように思えるこの
言葉だが、ネイトさんの口から語られた瞬間、そ
の重みが心に深く響いた。さらに印象的だったの
は、「たとえ政府による保護であっても、子ども
にとっては犯罪者による誘拐と同様の影響を及ぼ
す可能性があり、その影響は生涯にわたって続く」
という指摘である。児童相談所が日常的に行って
いる「保護」という名の行為が、果たして本当に
こどもと家庭にとって最善なのか、今一度、立ち
止まって考えるべきなのかもしれない。 

（西日本こども研修センターあかし 芦田 拓司） 
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Reimagining Colorado Child Welfare Steering Committee の取り組み 

 
訪 問 日 時：2025 年 2 月 13 日 PM② 
住   所：13123 E 16th  Ave, Aurora,CO 
現地担当者： Nate Bustamante    
（敬称略）  Ndeye Ndao 
             Joe Homlar  

Heather Hanson, M.A., MLIS 
 

1. 概要 
Reimagining Colorado Child Welfare Steering 

Committee は、児童福祉制度の改善を目指し、こ
どもと家族が安心して支援を受けられる環境を整
えることに取り組んでいます。コロラド州では家
庭外措置が減少しているものの、 「家族の安全確保」
ではなく、「こどもの保護」に支援が偏っているた
め、制度の利用を避ける傾向があることから、よ
り適切な支援が求められています。   

親子の分離を減らし、Lived Expert （当事者）の
声を反映した制度を再構築することが重要であり、
そのために政策提言や情報提供、職員研修の強化
を進めている。今後も、地域や他の州にも取り組
みを広げながら、より良い児童福祉制度の実現を
目指しています。 
 
２．視察内容 
Reimagining Colorado Child Welfare Steering 
Committee 

 
Nate Bustamante 氏(左)   Ndeye Ndao 氏（中左）   

Joe Homlar 氏(中右) Heather Hanson, M.A, MLIS 氏(右)           

 
⑴はじめに 

私たちは児童福祉制度に関わる仕事をしていま
す。この仕事に携わる理由は皆同じで、こどもやそ
の家族の生活を改善し、より良い社会を築くこ 
とを目指しているからです。しかし、現在の児童 
福祉システムが十分に機能していない、あるいは
人々を傷つけてしまっている現実もあります。こ
の事実に耳を傾け、より良い変化を生み出すため
の行動が求められています。 

 
※CO4Kids 公式 HP より 

      

⑵コロラド州における児童福祉制度の現状と課題 
現在、コロラド州では 3,500 件の里親ケアへの

措置と 200 件の施設措置があります。15 年前と比
較すると、家庭外措置の数は半減し、施設措置は
20〜30 分の 1 にまで減少しました。これは、家族
の分離を減らすための努力の成果といえます。 

しかし、依然として児童福祉制度が人々にとっ
て望ましくない存在となっており、利用を避ける
傾向が強いです。 

本来、児童福祉制度は支援を必要とする全ての
家族が利用できるべきものですが、多くの人々が 
この制度に関わることを避けようとしています。 
親たちは、たとえ問題があったとしても、こども 
と離れたくないと考えています。そのため、現在の
制度のあり方を根本から見直し、より適切な支援
が提供できるように改善する必要があります。 
 
(3)福祉制度の改革に向けて 

私たちの目標は、家族の分離を減らし、より安 
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Reimagining Colorado Child Welfare Steering Committee の取り組み 

 
心して利用できる福祉制度を構築することです。 
そのためには、Lived Expert （当事者）の声を反映
させたシステムの再設計が不可欠です。現在、以下
の 3 つの目標を掲げ、改革を進めています。 
①Lived Expert（当事者）の声を尊重し、支援シ

ステムを改善する 
・児童福祉制度の利用経験がある人々の声を集め、

政策立案者に提言する。 
・里親や施設措置の必要性を減らすための代替策

を検討する。 
②親子が安心して利用できる制度を構築する 
・家族が児童福祉サービスを恐れずに利用できる

環境を整える。 
・家庭の安全を確保するための支援を充実させる。 
③支援を求めることが当たり前の社会を作る 
・児童福祉制度の透明性を高め、誰もが必要なサ

ポートを受けられるようにする。 
・制度の利用者に関するデータベースを作成し、 

適切な支援につなげる。 
 
⑷ 今後の取り組み 
①ファミリー・ボイス・カウンシルの設立支援 
・コロラド州の各郡において、Lived Expert （当事

者）の声を政策に反映させる仕組みを作る。 
・他の州にもこの取り組みを広げ、支援の輪を拡

大する。 
②情報共有の促進 
・児童福祉制度に関するウェブサイトを整備し、 

必要な情報を提供する。 
・相談窓口を明確にし、支援を求めるハードルを

下げる。 
③研修と意識改革 
・児童福祉に携わる職員への研修を充実させ、当 

事者の声を重視する姿勢を養う。 
・家族支援に関する専門家の育成を強化する。 
 
 

 
（5）最後に 

児童福祉制度の改革には、多くの課題が伴いま
す。しかし、Lived Expert （当事者）の声に耳を傾
け、実際に必要とされる支援を提供することで、よ
り良いシステムを構築することができます。今後
も、多くの関係者と協力しながら、こどもと家族
にとって最適な支援ができる社会を目指していき
たいと思います。 

2024 Work Plan  Goals and Action Items 

  

  
 
3. 所感 
「守る」はずの制度が、「怖れられる」存在になっ

て い る と い う こ の 矛 盾 に 正 面 か ら 向 き 合 う
Reimagining Colorado Child Welfare Steering 
Committee の姿勢に心を動かされた。支援とは本
来、信頼と安心の中で機能すべきものであり、親子
を引き離すことが前提であってはならない。Lived 
Expert （当事者）の声を中核に据えた制度設計は、
まさに“支援の再定義”だと感じた。福祉が人を遠
ざけるのではなく、寄り添うものへと変わってい
くための一歩として、日本でできることを考え続
けていきたい。 
（西日本こども研修センターあかし 芦田 拓司） 
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視察研修を通じての学び 今後の展望と課題 
〜それぞれの現場に戻って取り組むこと〜 

みなさまへの感謝 
ぼんやりと、時にはっきりといつか行きたいと思っていたアメリカ。そしてケンプセンター。この憧

憬の地を、西日本こども研修センターあかし（以下、あかし）初の「海外視察研修」という歴史的一歩
として訪れることができました。大げさでなく、自分の人生の転機となる旅となりました。 

まずこの素晴らしいチャンスをご提供くださった、日本財団の高橋さん、長谷川さん。企画段階から
現地の同行まで、あかしの想いがこもった企画を温かく見守っていただき、本当にありがとうございま
した。 

そして、この旅を単なる「感動だけのウルルン」にしないようにと、何度もその言葉を口にし 、現地
のあらゆる調整から通訳、さらには事前学習の講師まで務めてくださった畠山さん。畠山さんとリサさ
んの長年にわたる深い絆と信頼があってこそ、この研修が本当に実り多き学びになりました。コロラド
で毎晩、畠山さんとあかしスタッフでヘトヘトになりながらの反省会も、素敵な思い出です。 

今回の一番の感動は、現地で出会った人々の温かさです。まず事前の段取りから視察中の私たちの食
事やバスの時間など、目の届かないところまで細やかに配慮してくださったリサさん。ケンプセンター
だけでなくワシントン州でスーパーバイザーとしても活躍されている彼女が、私たちを「同志」として
温かく迎え入れ、快適な学びの環境を提供し続けてくれたことに、心から感謝します。 

いつも笑顔で私たちを心から歓迎してくれたアンジェラさん。実はこれまで多くのハードな支援を続
けてこられた彼女から、前向きに支援を続ける秘訣として教えてくれた、「相手を誠実に思う気持ちと、
自分を常に回復させること」という言葉は 、支援者支援に携わる者として、深く胸に刻まれました。 

そして、歴史的な研究者であり実践者でもあるクルーグマン博士。80 歳を超えてもなおケンプセンタ
ーで活動され、「こども虐待は人類がまだ何も解決していない課題。だからこそ我々は常に学び続けなけ
ればならない」と語られた言葉は 、私の背筋を伸ばす、力強いメッセージでした。 

コロラド州の支援者のみなさまが、シンプルに「こどもと家族がより良い生活をしていく」目標に向
けて 、様々な知識や経験を駆使して試行錯誤を重ねている姿 。失敗を認め、そこから前に進んでいく支
援者を包み込む文化 。異国から来た私たちを温かく迎え入れてくださり、数々実践を共有いただいたこ
と。日本の現場でこれ程の環境が整えられるのか、今後の支援者支援の在り方を考える契機となりまし
た。 

最後に JCWDG（日本チーム）のメンバー全員が、厳冬のコロラドで人々の温かさに包まれながら、
各自の志が重なり連鎖し、今後の目標を発見できたことに、大きな喜びをもって感謝の意を表します。 

 
今後の展望〜「日本のケンプセンター」を目指して〜 

今回の海外研修は、今後の私自身のこれまでの取り組みを「リビジット」（再訪、学び直し）するため
の大きな一歩でした。混沌とした現場で支援者が疲弊していくばかりの日本にとって、ケンプセンター
のように、明確にこどもと家族への支援目的を掲げ 、多様な専門職が志を共にし、支援の質を高めるた
めの試行錯誤を重ねていくための仕組みづくりが必要です。そしていつか、あかしが「日本のケンプセ
ンター」として、多くの支援者がエンパワメントされる場となり、その向こう側にいるこどもや家族に
とってのよりよい支援につながることを目指し、新たな決意とともに歩みを進めていきたいと思います。 

                      
（西日本こども研修センターあかし 三木 馨） 
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視察研修を通じての学び 今後の展望と課題 
〜それぞれの現場に戻って取り組むこと〜 

 
1. はじめに 

札幌市児童相談所は、約 190 万の人口を抱える札幌市を所管していたが、この春に二か所目となる札
幌市東部児童相談所が札幌市児童相談所と同じ場所に組織として設
置され、今年秋には建物も完成し、正式に児童相談所の複数体制で
の運用が始まる予定である。このため、札幌市としては、二所体制
への移行後の支援の質の維持及び向上が課題の一つとして挙げられ
る。本視察研修に参加することにより、世界の実践的な取組や、異
なる文化の価値観等を直接的に学ぶとともに、参加自治体間での情
報交換や今後に繋がるネットワークを持てることを期待していた。 

さらに、今年 11 月に開催される日本こども虐待防止学会ほっかい
どう大会では、メインテーマに「子どもの権利」を掲げている。視
察先の一つであるケンプセンターでは、ミッション達成の領域の一
つにアドボカシー活動を掲げており、「子どもの権利」について、よ
り広義の取組について理解を深めたいとの動機から、この研修に参
加した。 
2. 視察研修での学びや気づき 
(1)仕事への向き合い方 

コロラドでは、それぞれの取組について、その理由や目的、手段が明確にされ、目に見える具体的客
観的な指標に基づく評価が徹底されていた。虐待対応についても、継続的にリサーチ、検証が続けられ
ている。その上で、上手くいかなかった部分については率直に失敗と認め、さらに失敗を改善のリソー
スとして活用する姿勢がある。組織として、「こどもは家族と一緒に居るべき」といった理念や哲学は共
有しているが、その根拠は善悪や支援者の価値観だけではなく、パーマネンシーが保障されていない人
の予後の悪さなどのエビデンスに裏打ちされている。各種の施策、取組に際し、リサーチによる効果測
定を行い、より効果的な取組のための検討材料としており、それは個別のケース支援についても同様に、
具体的なプランと客観的な評価項目の設定によって、効果的な支援への模索を続けている。 
(2)こどもの権利 

こどもに限らず、「権利」は当然に守られるものであり、守るものであるとの意識が社会基盤の中に浸
透していることが感じられた。そのための方法の一つとして、GAL や CFY といった公的なアドボケイト
の制度が設けられている。GAL としてこどもに関わる弁護士が、こどもの成長とともに CFY になり、こ
どもが成人してもなお関わりが続き、結婚式の際立会人になったエピソードを伺ったが、これはこの制
度が形だけでなく、しっかりと機能していることを如実に示している。 

経験した人だけに分かることがあるとの考えから、当事者を積極的に活用しており、これは現場に留
まらず施策の方針の策定への参画も含まれる。アドボケイトについても、こどもだけでなく親が利用で
きる制度が設けられ、今何が起きているのか説明を受け、意見表明の支援を受けることができる。これ
らにより、保護者にもこどもにも、判断するための十分な情報やこれからの見通しを知り、自らの将来
に向けて主体的に関わることが保障されている。 
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3. 課題と今後の展望 
(1)課題 
① リサーチ 

いくつかあるが、視察研修を経て、リサーチの文化が十分に醸成されていないことを強く感じた。
国レベルでも指針やガイドラインは有識者や学識経験者の意見が中心で、リサーチによるエビデンス
が示されているものは、あっても稀なのではないかと思われる。当所においても、リサーチを実施す
るためのノウハウはなく、マンパワーなどの資源も十分でなく、現場での取組の効果を把握しきれて
いないのが現状である。そのため、各種取組の効果を目に見える形で示すことが困難で、より効果的
な支援の検討や、取組の拡大に向けた予算や人員などの確保、現場の職員の自信にも繋がりにくい。 

② プランの具体化 
在宅での支援の際、「見守り」など、どういうリスクに対して何を改善するためのプランなのかはっ

きりしない支援プランが散見される。この場合、目標設定も曖昧なため、再アセスメントの際に支援
プランの評価が困難となる。プランの見直しの要否も判断できず、現状維持できていることを確認し
た上で「見守り」を継続することになる。支援プランだけでなく、来所面談や家庭訪問についても、
何のために実施するのか、目的の設定を意識しないまま実施したり、できていてもその内容を家族や
こどもと十分に共有していなかったりといったことが生じている。 

③ アフターケア・リービングケアの充実 
児童福祉法上の支援対象は、22 歳の年度末までで、それ以降必要な場合には児童福祉法以外の支援

に繋いでいたが、支援につながらない、あるいは中途で支援が途切れるケースが生じていた。令和７
年度から、国において社会的養護の上限年齢が撤廃され、22 歳以降も必要な場合社会的養護を利用す
ることができるようになった。これを受けて、本市においては社会的養護自立支援拠点を設置し、ア
フターケア、リービングケアの充実を図っているところだが、社旗的養護出身者のその後について十
分な実態把握ができておらず、児童相談所として主体的に関わることができていない課題がある。 

④ 当事者との協働 
個別の支援の場面においても、また施策の策定のレベルにおいても、当事者に参画を求める意識や

取組が不十分である。児童相談所の取り組みをより効果的で届きやすい支援に変革するために、職員
側の意識の改革と、当事者の参画のための仕組みづくりが必要である。 

(2)取り組みの計画 
①  リサーチ 

現場での実践の客観的な効果を示すことで、より効果的な支援や支援内容の見直しに繋がる。更に、
支援者が自らの支援に自信をもって取り組めるようになることが期待される。具体的な解決に向けて
の計画には至っていないが、西日本こども研修センターあかしなどと、実現に向けた協議を進めたい。 

②  プランの具体化 
どういったリスクをどう改善するためのプランなのか、さらにプランが機能しているかを確認する

ための客観的な指標を意識し、リスク及びプランを具体化し、目標を明確にする。これにより、プラ
ンの評価や見直しの要否が支援者にも家族にも分かりやすくなり、有効かつ適切な支援に繋がる。そ
のために、職員の経験年数に応じた研修や実践報告などにより、職員一人一人の考え方の変容を図る 
とともに、ＳＶに向けた研修を行い日々のスーパーバイズの中での改善を進める。 
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既に進めているソリューション・フォーカスド・アプローチやサインズ・オブ・セーフティの導入
を継続し、家族が主体となる具体的なプランニングを進めるとともに、在宅支援アセスメントシート
や援助方針会議等の機会を活用し、組織としてもプランと目標設定の具体化を進める。 

③  アフターケア・リービングケアの充実 
社会的養護支援拠点を、引き続き社会的養護出身者の支援の主体として位置づけ、体制の強化を図

っていく。一方で、支援の現状や課題を巨視的に把握し、より良い支援に向けた改善を社会的養護支
援拠点とともに進めていくことを目的に、市の側の体制を強化するため、業務を担当する職員の配置
に向けた調整を進める。 

④  当事者との協働 
繰り返しになるが、個別の支援について、ソリューション・フォーカスド・アプローチやサイン

ズ・セイフティ・アプローチの活用により支援の主体の当事者への移行を進める。また、施策レベル
では、社会的養護出身者、こどもと分離させられた経験のある親を含め、学識経験者や IFCA、アドボ
ケイトなどを加えたラウンドテーブルを設置、活発な議論を重ね、それぞれの経験を施策に活かす取
組を進めていきたい。 

４. おわりに 
参加前に想定していたよりも広い範囲かつ実践に即した学びの多い視察研修であった。個人的には、

自身の視野や思考が当所での取組を前提とした、限定された狭いものであったことに気付くことができ
たことが大変有益であった。 

施設入所から里親委託への移行とそれに伴う親権者不在の子どもの増加という弊害、その後親族里親
を優先する方向に舵が切られ、更には家族再統合の促進と予防的サ
ービスの充実、家族から分離される子どもの減少といった、アメリ
カ合衆国の児童虐待に対する取組の歴史とその根底に流れる哲学の
変遷を学んだ。この過程では、最初からうまくいったわけではなく
（現在うまくいっているという説明ではなく、研修の初めの挨拶で
は、私たちの失敗から学んでほしいという内容が含まれていた）、試
行錯誤と評価を繰り返し、改善のための努力を重ねてきている。施
策の変遷には、費用がより少なく済むという経済的な部分と、リサ
ーチの結果効果が示されているものを採用するという合理的な考え
が強く影響しており、「こうあるべき」という理念だけで進めている
ものではない。また、何らかの変更をした後にも、その結果や効果
について調査し、効果の有無や、より効果的な利用について研究を
進めている。この点は、本市の児童福祉行政に決定的に欠けている
と痛感した。 

本市としては、３(2)に触れたような具体的な取組を進めていくとともに、今回同行した各自治体や西
日本こども研修センターあかしなどとのネットワークを活用し、それぞれの工夫や取組について情報共
有し、より良い支援を目指して切磋琢磨してまいりたい。 

また、今回のネットワークだけでなく、国レベルへの波及を目指し、日本こども虐待防止学会ほっか
いどう大会において、具体的な取組の報告のため準備しているところである。       （札幌市 石井 和朗） 

視察先のコロラド大学にて 
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持続可能な「ラウンドテーブル」の設置を目指して 
『こどものしあわせ、みんなのしあわせ―考えよう こどもの権利』――これは、今年の 11 月 15

日・16 日に札幌市で開催される「日本子ども虐待防止学会（JaSPCAN）第 31 回学術集会ほっかい
どう大会」の大会テーマである。この海外視察に応募する時には、既に北海道に実行委員会が立ち上
がっており、医療・福祉・司法・行政等の実践家・研究者が立場を超えたフラットな議論を進めてい
た。私は、アメリカ行きの大きな目的として、多文化が共生する社会での「こどもの権利」への理解
を深め、ケンプや海外の知見を持ち帰りたいと考えていた。 

アメリカの実社会にふれて率直に感じたのは、「相手の権利を守ることは、自分の権利を守ること
につながる」という市民意識だった。当たり前のように聞こえるものの、そのマインドを行動原則と
して日々の実践の中に浸透させていくのは難しい。こどもの権利を守ることは、（多少の飛躍はある
ものの）社会全体の安心を担保するための、重要な安全装置なのである。 

視察３日目に訪問したコロラド大学ボルダー校では、IFCA 理事長であり、日本に留学経験のある
キャサリン・ゴールドファーブ准教授（人類学）から日本語による講義を聞き、まさに日米の架け橋
を体現する人だと感銘を受けた。そして帰国後、北海道大学の研究者から、キャサンリン氏が 2025
年度に北大の特別研究員で来札すると聞き、コロラドでの出会いが必然だったと思えた。 

視察の成果については、JaSPCAN でも大会企画として発表することが内定し、この視察団におい
ても帰国後も情報交換を続けている。JaSPCAN では「日本の児童福祉の改革とは」というテーマ
で、各自治体から報告するのはもとより、コロラドからの関係者の招聘も検討している。 

そうした諸々の状況から、視察後の具体的な取組の一環として、新たな「ラウンドテーブル」の設
置を検討している。普段の自治体や各組織では当然、その職務・ポストにふさわしい働き・振る舞い
が求められる。今回の視察で強く印象に残ったのは、Lived Experts も含めた「多様性と協働の文
化」が地域に根付いていたことであり、JEDI（Justice・Equity・Diversity・Inclusion）に重きを置
く「子どものウェルビーイングの向上」「パーマネンシーの保障」という理念・フィロソフィーを共
通基盤とする権利擁護のための実践であった。そうしたイメージを掲げて、札幌市と北海道大学の関
係者を中心として、組織の役職や立場に捉われないオープンな場「ラウンドテーブル」を設置し、キ
ャサリン氏が来日するタイミングで、まずは定期的な勉強会からスタートするという構想を描いてい
る。JaSPCAN で強く結びついた地元のネットワークを受け継ぐ場にしたいとも思う。 

このラウンドテーブルで培う知見については、自治体での職員向け研修等にも取り入れ、有機的な
広がりを確保していきたい。私としては、コロラド視察団のメンバー、コロラドで出会った関係者と
の交流で得たものを、この取組の原点に据えたいと考えている。         （札幌市 山形 有祐） 

 
※ラウンドテーブルとは・・円卓を囲んで、 
役職や立場に関わらず、参加者全員が平等 
に意見交換を行う会議形式のこと。参加者 
間の相互理解、特定テーマの理解を深める 
のに効果的と言われる。写真は日米の多様 
な人材が参加した視察３日目のコロラド大 
学の様子。キャサリン氏も参加している。 
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1. はじめに  
千葉県の児童虐待対応件数は、平成 31 年度から高い水準でほぼ横ばいとなっている。相談対応件数

の増加等に伴い、一時保護児童数は増加し、一時保護日数が長期化している。児童福祉法の改正等によ
り、現代の児童相談所はこどもの安全を守る「介入」と家族と伴走しながら行う「支援」の双方の役割
が求められるが、「介入」機能に偏重しているという指摘もある。また、児童相談所職員は増員がはから
れ、本県では若手職員が約半数を占めるようになり、人材育成も重要となってきている。 

本県の課題等は今回の海外視察研修で解決の糸口が得られるものがあり、児童福祉法改正によりここ
数年で新たに始まる児童福祉施策は、海外ですでに取り組まれ、参考となるところが多いことから①保
護者と良好な関係を築きながら、支援するための関わりのあり方、②パーマネンシー保障と家庭養育の
推進、③人材育成、を特に学ぶため、参加することとなった。 
 
2. 視察研修での学びや気づき 
 今回の視察では、州、郡の職員に加え、関係機関のケンプセンターや大学教員、弁護士、lived 
experts から説明を受け、意見交換を行う機会を得た。どの説明者もパーマネンシーの理解が根底にあ
り、児童福祉の実践を行うためにエビデンスとして研究結果を把握していた。州が行う研修を通じて、
関係機関同士に共通理解が図られるよう人材育成が行われていることを感じた。また、こどもや保護者、
里親の担当する職員をサポートするスーパーバイザー、ファシリテーターがおり、職員を支える仕組み
が構築されていた。１つの機関だけでは解決が図れない事案については、関係者による話し合いを重ね、
lived experts の視点を入れ、サービスを改善しようとことが取り組む姿勢が印象的であった。 
 研究がエビデンスを示すことにより、施策や実践が進みやすい好循環が生じていた。更には lived 
experts の意向も踏まえて、有効性の高いパーマネンシー保障の方策がとられ、予算も弾力性があり、
研究、行政、児童福祉が一体となってこどもたちの未来を守っているように思った。 
 
3. 課題と今後の展望 
 パーマネンシー保障は本県の児童福祉分野関係者においても言葉としての広がりはあるが、コロラド
州で出会った州や郡の職員の水準での理解には至らず、十分とは言えない。今後は、まずは研修やＯＪ
Ｔを通じて、パーマネンシー保障の理解を深め、実践の展開の共有をすることが必要である。更には、
市町村職員や医療・司法の関係者にも会議や研修の場を捉えて理解を広げていきたい。私たちが現在、
関わる livedexperts の意見に耳を傾け、より良い支援を模索していきたい。 
 
４. おわりに 

家庭養育優先の原則が掲げられ、こどもの権利が保障されるよう本県も様々な事業に取りくんでいる
が、手探りのところも多い。今回の海外視察での見聞した内容は紙面に収めきれないものもあるが、コ
ロラド州が示した成功事例も課題も、本県の児童福祉の「道しるべ」だと捉えている。まずは研修を通
じて、見聞したものを多くの職員、関係機関と共有し、成功も困難も分かち合っていきたい。そして、
こどもたちが大事な人との繋がりをもって、未来に期待が持てるように支えていきたいと思う。 

  
（千葉県健康福祉部児童家庭課 倉田 宰） 
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1. はじめに 
私がこの視察研修に参加した目的としては、児童虐待対応の最先端を行くアメリカでの取り組みに興

味があったからです。児童自立支援施設での勤務経験から、施設退所後の子どもたちが抱える困難や自
立の難しさを、アフターケアを通して目の当たりにしてきました。また、一時保護の長期化も問題と感
じています。一時保護中は登校できないこと、自身のコミュニティから虐待の被害者であるはずの児童
が制限を強いられる状況になっていることも課題であると思います。そのような状況から脱却するため
のヒントがこの視察研修で得られるのではないか、と期待して参加させていただきました。 
 
2. 視察研修での学びや気づき 
 協力していただいた現地のスタッフの方々がパーマネンシーの理念の下、熱い気持ちを持って子ども
と家族の幸せのために努力と研鑽を日々続けていることがとても印象的でした。子どもにとって良い結
果となった研究結果などを積極的に取り入れ、実践し、実績を積み上げていく。気持ちだけではなく、
根拠を持って取り組むことで、対象者へ質の高い支援を提供できているのだと感じました。 

当事者である子ども、そして虐待者となった親をメンバーに入れて今後の政策や支援体制を考えるチ
ームもあることもとても印象的でした。特に自身も子どもの時に一時保護された経験を持ち、一時保護
された親の立場でもあるネイト氏の言葉は重みがあり、自分自身、今までの支援の在り方について考え
させられるものとなりました。 
 
3. 課題と今後の展望 
 千葉県では家庭外措置を検討する場合、遠方の施設に措置になってしまう場合もあります。いきなり
コロラド州で行っているようなキンシップケアを行うのは難易度が高いと感じますが、まずは子どもた
ちの文化やコミュニティに近い環境・場所で生活できるように調整し、保護者や親族と交流をし易くす
るなど、子どもがコミュニティに戻っていくこと、子どもたちが大人になった後のことも考え、家族と
の繋がりを維持・より強くしていくことを意識して支援していくことは、今からでも考え、行動できま
す。一人で行っていくことは難しいため、周りの職員、関係機関とともに「子ども」を主語にして話し
合い、協同し、一歩ずつでも進んでいくことが重要だと思います。 
 
４. おわりに 
 今回の視察研修に参加させていただき、良い経験になったということは言わずもがな、焦りも感じて
います。職場に戻ってからこの経験をどのように還元していけるのか、今までの取り組みを見直さなけ
ればならないことも多く、理解を得られないのではないか等、不安は多くあります。しかし、子どもた
ちが健やかで幸せな人生を送れるよう日々努力していくことは、児童福祉に携わる立場の人間としては
諦めるわけにはいかないため、発信し続けられるようにしていきたいと思います。 

最後に、志の高いメンバーとともにこの視察研修に参加できたことが、とても大きな財産となってい
ます。同じ経験をした“仲間”がいると感じられることが、変革を進めていく上での原動力になります。
このような機会と出会いをいただけたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 
（千葉県市川児童相談所 船橋支所 並木 強） 

53



視察研修を通じての学び 今後の展望と課題 
〜それぞれの現場に戻って取り組むこと〜 

■引用文献 
中井久夫 治療の滑り出しと治療的合意 精神科治療の覚書 p54-72 日本評論社 1982 
Family Decision Making Group The Kemp Center https://kempecenter.org/impact-areas/evidence-based-research-
informed-approaches/family-group-decision-making/ 

1. はじめに  
私が所属する明石こどもセンターは、児童相談所機能と市区町村機能を併せもつ児童相談所である。私は現在、

家庭児童相談と要保護児童対策地域協議会調整を主とした家庭支援に取り組んでいる。アメリカの児童福祉につい
て事前学習する中で、家族やこどもの方針を決定する会議に当事者の家族とこどもが参加する Family Group 
Decision Making（The Kemp Center）があると知った。調整機関として要対協会議を開催する上で、家族参加型
の会議を模索していたので、どのようにアメリカで実践されているのかに興味を持った。しかし、今回の視察を通
じて知った当事者参画とは、想像していたよりも奥深く、児童福祉システムを根本から変えようとする試みだった。 
2. 視察研修で学んだこと・今後取り組みたいこと 
１）こどもと家族を中心とした児童福祉の実現 

視察で一番印象に残ったのは、児童福祉システムにかかわってきた人たちが、これまでの強権的な児童福祉の弊
害を振り返り、Lived Experience の声を真摯に受け止め、家族とこどもを中心に据えた児童福祉システムを再構築
しようとする姿であった。日本でも当事者のニーズにもとづいた支援は重視されつつあるが、まだまだその文化が
根付いているとはいいがたい。コロラドで当事者たちの声を聴いた後は、できるだけこどもや家族に、支援者とし
ての思いをオープンに話すようになった。関係機関と連携する場合、なぜ連携が必要と思うかを説明するようにな
った。当事者が知らないところで支援を進めるのではなく、当事者を中心とした支援を展開していきたいと思う。 
２）児童福祉の権力性と透明性 

精神科医の中井久夫は「治療はどんなよい治療でも患者を弱くする」と述べている（中井、1982）。治療を支援
と読み替えたら、児童福祉の現場に当てはまり過ぎるほど当てはまる事実である。これまで自分の実践を振り返る
機会に乏しく、支援を受けなければならない立場に思いをはせられていなかったと視察後認識するようになった。
コロラドでは支援ベースのかかわりではアポイントメントなしの訪問はしない。支援者からいきなりドアをノック
されることは、家族やこどもにとって一種の脅かしであり、支援を受け入れることは家族にとってある種の挫折で
もあるという視点を忘れずにいたいと思う。中でも、コロラド州児童福祉課ディレクターを務める Joe Homlar 氏の
話は印象深かった。彼が CW として児童保護を行っていた頃、上司から「君は親からアピール（不服申し立て）さ
れる数が多い」と言われたという。彼は、それは自分が丁寧に家族にアピールの方法や権利を説明するからであり、
アピールされることを恥じてはいないと述べた。こどもと家族の側に立ち、児童福祉の透明性を保持する彼の強い
姿勢を知る素晴らしい出会いであった。そしてそのような人物を育成し、中心に据えて児童福祉を展開するコロラ
ド州に尊敬の念を覚える。今後も、支援を受ける側の立場を理解し、当事者が主体的に自分の権利を守る行動をと
れるよう、透明性に配慮した支援に取り組みたいと思う。 
３）親子が訪れたくなる児童相談所 

親やこどもが主体的に支援を求められるのが、究極の児童福祉の理想であると思う。そうなるためには、児童相
談所が安心・安全の場である必要がある。先日、突然来所した母子がいた。母はミルク用のお湯をもらおうと思い
訪れてくれたという。ふらっと気軽に立ち寄ることができる、親子が自ら訪れたくなる、そんな児童福祉の現場を
作っていきたいと思う。まずは今、勤務する明石こどもセンターがそのような場となるよう尽力していきたい。 

（明石こどもセンター 磯田 知美）
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視察研修を通じての学び 今後の展望と課題 
〜それぞれの現場に戻って取り組むこと〜 

 
1. はじめに 

今回の視察研修は、アメリカ・コロラド州における先進的な児童福祉制度を学ぶうえで、極めて貴重
な機会であった。親子分離を最小限にとどめ、家族単位での支援を重視する実践からは、日本の児童福
祉が抱える課題への多くの示唆を得ることができた。 

また、私自身が長年関心を寄せてきた「どのような状況であっても、親がこどもを愛することができ
る優しい社会の実現」や、「こどもや家族を支える支援者が、誇りを持って働ける社会の実現」といった
理想についても、これまで漠然としていたものが、具体的にやるべきことがイメージできるほど、手応
えと学びに満ちた濃密な時間であった。 

 
2. 視察研修での学びや気づき 

コロラド州では、FAR やキンシップケア、ウォームラインといった先進的な取り組みが印象的であっ
た。制度の随所に「こどものために何が最善か」という問いが根付いており、特に、こども自身やその
家族の声を尊重する姿勢に強く感銘を受けた。また、Lived Expert(当事者）の声を政策に反映する仕組
みは、日本の現場でも今後必要不可欠な視点だと実感した。 
 
3. 課題と今後の展望 

視察の中で特に心に残ったのは、ネイトさんの言葉である。「親を支援することが、最終的にはこども
のためになる」。一見すると当たり前のように聞こえるが、支援の現場に立つ者として、その言葉の重み
が深く胸に響いた。さらに、「たとえ政府による保護であっても、こどもにとっては犯罪者による誘拐と
同様の影響を及ぼすことがある」という指摘には、児童相談所が日常的に行っている「保護」という行
為の在り方について、立ち止まり、再考する必要性を突きつけられた。 

日本における制度改革には、多くの壁がある。リソース不足、専門職の育成、制度の硬直化など、実
施には時間と工夫が求められる。しかし、Lived Expert（当事者）の声に耳を傾け、現場で本当に求め
られている支援を的確に届けることで、より良い児童福祉のシステムが構築可能であることがわかった。   

まずは、研修センターとして、当事者の視点を取り入れた研修プログラムの充実と開発を行い、Lived 
Expert（当事者）が、真の専門家として活躍できる風土を日本に根付かせること。そして、その「声」
が当たり前のように社会を動かし、制度を変えていく文化を創っていくことが我々に与えられたミッシ
ョンの 1 つなのではないだろうか。 
 
４. おわりに 

本研修を通じて得た学びは、「こどもにとって最も制限の少ない判断をすること」「支援者の意志では
なく、家族やこどもの声に耳を傾けること」、そして「Lived Expert（当事者）の声に耳を傾け、現場で
本当に求められている支援を的確に届けること」の重要性であった。今後も、国内外の専門職や関係機
関と連携しながら、こどもと家族にとって本当に意味のある支援を届けられる社会の実現を目指して取
り組んでいきたい。 

 
（西日本こども研修センターあかし 芦田 拓司） 
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【※追加訪問地（視察研修外）】 

ダギーセンター〜グリーフ（悲嘆）を抱える子どもと家族のためのセンター〜 
The dougy Center for Grieving Children & Families   

 
訪 問 日 時：2025 年 2 月 14 日(木)PM2:30~ 
住   所：3909 SE 52nd Avenue Portland, OR 
現地担当者： Donna Schuurman 
                    
1． 概要 

ダギーセンター（The Dougy Center）は、オレ
ゴン州ポートランドに拠点を置く非営利団体であ
り、1982 年の設立以来、親や兄弟姉妹を亡くし
た子どもや、難病を抱える家族がいる子どもに対
して、グリーフ（喪失による悲嘆）に着目したプ
ログラムを提供してきた。現在では全米のグリー
フサポートのモデル的な存在となっており、他地
域での活動支援も行っている。財源の 90％は財
団助成や企業・個人からの寄付であり、すべての
子ども・家族にサービスを無料で提供している。 

対象年齢は 3 歳からで、施設内には感情表現や
交流が自然に行える工夫が随所に見られた。 
▼外観 

 
▼センター名の由来となった少年：ダギー氏 
（画像中央） 

 
2． 視察内容 
ダギーセンターの取り組み 
⑴ はじめに 

訪問に対応いただいたのは、ダギーセンターに 
おいて、長年エグゼクティブディレクターを務め 

 
たドナ・シャーマン氏。センターの歴史や運営体
制、プログラム、建物の工夫など、多岐にわたる
説明を受けた。ダギーセンターは、喪失を経験し
た子どもが「安心して気持ちを表現できる場所」
であると同時に、「近しい経験をした他者とつな
がる経験」を提供する場でもある。 
⑵ プログラム構成と活動方針 

ダギーセンターのプログラムは主に以下の二つ
のグループを対象に行われている： 
  死別を経験した子どもとその家族（利用者

の約 90％） 
  難病を抱える家族がいる子どもとその家族

（利用者の約 10％） 
グループは年齢区分（3〜5 歳、6〜12 歳、ティ

ーンエイジャー、ヤングアダルト〈18〜24 歳・
25 歳以上〉）ごとに構成されており、保護者向け
のグループもある。また、喪失の対象や死別理由
（病気、事故、自死、薬物使用、殺人など）に基
づいたグループのほか、これらを限定しないグル
ープもあり、利用者は自身の希望に応じて選択す
ることができる。 

各セッションは 2 週間に 1 回、1 時間半実施さ
れ、以下のような流れで構成される： 
  オープニングサークル（名前・亡くなった

人のことを共有） 
  自由時間（アート、砂場、劇、音楽、他メ

ンバーとの交流など） 
  終了時：キャンドルライティングと次回ま

での楽しみの発表 

   
活動は「子ども自身が選ぶ」ことを尊重してお

り、「話したくなければパスしてもよい」といっ
たグラウンドルールが設定されている。 
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【※追加訪問地（視察研修外）】 

ダギーセンター〜グリーフ（悲嘆）を抱える子どもと家族のためのセンター〜 
The dougy Center for Grieving Children & Families   

 
⑶ L.Y.G.H.T.プログラム 

L.Y.G.H.T.プログラムは、フォスターケア（里
親家庭）にいる若者を対象にした、エビデンスに
基づくピア・サポートプログラムである。「里親
ケアを受けている若者を対象とした複数の研究に
よると、彼らが経験する「死」や「死以外の喪失」
は、児童福祉制度において十分に認識されていな
い」という課題感から、児童福祉分野の専門家で
ある Dr. Monique Mitchell と、ダギーセンターで
長年活動に従事し、死生学の専門家である Dr. 
Donna Schuurman によって開発された。プログ
ラムにはサポーティブアダルトと呼ばれるファシ
リテーターがつき、悲嘆や喪失を経験した若者た
ちが、感情を表現し、仲間とのつながりを深めら
れるよう設計されている。 

このプログラムはサウスカロライナ州の 6 か所
で展開され、ランダム化比較試験（RCT）により、
参加者の「希望（hopefulness）」「社会的支援の
認識（social support）」「自己価値感（self-worth）」
に有意な向上が見られたことが実証されている。 
 
⑷ 設備・空間の工夫 

施設全体が、自身の気持ちを多様に表現できる
空間として設計され、思い思いに時間を過ごせる
よう配慮されている。（音楽の部屋、砂場、アー
トルーム、病院を模したホスピタルルーム、演劇 
ルーム、プレイルーム、亡くなった人との写真等
が貼られたメモリアルコーナーなど） 

  
 
 
 

 
▼プレイルーム 
サンドバックや、部屋全体が柔らかい素材でできた『火 

山の部屋（ボルケーノルーム）』などがあり、体を動かし

てエネルギーを発散することができる 

  
⑸ 社会・地域における役割 

米国でもグリーフに対する制度的な支援は限定
的であり、喪失を経験した子どもや若者への支援
は主に地域や民間団体によって担われている。 

ダギーセンターは、プログラムの提供に加え、
地域の行政や医療、学校等の専門機関と連携しな
がら、グリーフケアに関する助言や研修事業、ア
ドボカシー等の多様な取り組みを展開している。 

  
3.所感 

ダギーセンターは、「子どもが安心して悲しむ
ことのできる場」を実現している稀有な存在であ
る。ここでは子ども自身の声や表現が尊重され、
自分の物語を語る機会が丁寧に守られていた。 

日本においても、自然災害や事故、虐待などさ
まざまな理由で喪失を経験する子どもは少なくな
い。にもかかわらず、それを語る場、表現する場
はきわめて限られている。制度や文化の違いを踏
まえたうえで、地域社会において様々な喪失・悲
嘆を経験した方を支える仕組みを整えていくこと
が必要だと感じた。 

また、日本国内においても、グリーフサポート
の分野で活動する民間団体やピアグループが存在
している。一方で、これらの活動に対する財政的
支援は依然として限定的である。同分野において
は、民間団体および民間財団の役割が極めて重要
であると感じた。      （日本財団 長谷川 愛） 
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視察を通じて 

 
1．研修の目的 

あかし・日本財団海外研修は、虐待や社会的養
護など、最も弱い立場にある子ども達と日々向き
合っている地方自治体の児童福祉部門や児童相談
所の改革を図る目的で企画されたものである。海
外の実践が全て日本より優れているとは限らない
が、違う文化や取り組みを知ることで、これまで
当たり前と思っていたことに目を開かせられるよ
うな思いをすることも事実である。私自身、過去
にアメリカで養子縁組をした夫婦がおっしゃった
「子どもには家族が必要である。世界のどこに住
んでようとも(Children need family, wherever in 
the world)」との言葉を忘れられないでいる。 
２．パーマネンシーの重要性 

今 回 の 視 察 で は 、Differential Response や
Family Group Decision Making など、アメリ
カの最先端の児童福祉の実践を見学することがで
きた。一方で個人的に再認識したことは、アメリ
カの児童福祉（Child Welfare）のゴールはパーマ
ネンシーであることである。アメリカのパーマネ
ンシーとは、子どもが生みの親か拡大家族に復帰
すること、または養子縁組かガーディアンシップ
で永続的な家族関係を得ることを意味する。パー
マネンシーを獲得しないで社会的養護を出る年齢
に達することをエイジアウト（Age Out）とよび、
こうした子どもたちの予後が良くないことがエビ
デンスで示されている。エイジアウトを避けるた
めに、アメリカでは家庭復帰のための親への支援
や働きかけを積極的に行い、引き取れる親族がい
ないか探し、家庭復帰の見込みがなければ養子縁
組やガーディアンシップにゴールを移行する。そ
こにあるのは、子どもには一緒に生きていく家族
が必要だという共通の信念である。 

日本でも、パーマネンシーの概念は 2017 年の
社会的養育ビジョンの中でようやく示された。社
会的養護に長期間留まる子どもが多い現実を、も 
う一度見直す必要があるように感じる。 

 

 
３．カリフォルニアの養子縁組 
アメ リ カ で は 2018 年 に 成 立 し た 連 邦 法

（Family First）により実家庭支援が強化された
が、養子縁組が子どもにパーマネントな家族を
もたらす重要な児童福祉制度であることに変わ
りはない。日本財団は研修組と違う日程で、カ
リ フ ォ ルニ ア 州サ ン フラ ン シ スコの Family 
Builders という養子縁組団体を訪問する機会を
得た。この団体は、サンフランシスコ周辺の郡
と契約し、養子縁組里親（Foster to Adopt）の
リクルート、研修、支援を実施している。 

カリフォルニア州と日本の人口、社会的養護
下の子どもの数、養子縁組の数をざっと比較す
ると次のようになる。※ 

 
日本と比較すると、人口当たりの社会的養護の

子どもの割合はカリフォルニアが 4 倍ほどで、
養子縁組の件数は 32 倍にもなる。 
 アメリカでは赤ちゃんや幼い子どもが保護さ

れた場合、まずは実親への家庭復帰が試みられ
る。以前はその間は緊急里親に委託されていた
が、最近では養子縁組里親に委託されるように
なった。赤ちゃんの家庭復帰の支援に同意でき
る養親希望者がリクルートされる。これは子ど
もの最善の利益を優先して、赤ちゃんの移動を
なるべく少なくするためである。例えば養子縁
組里親が 9 か月育てた双子の赤ちゃんが家庭復
帰した例もある。養親希望者にとってはつらい
経験だが、「エモーショナルリスクは子どもでは
なく大人が取らなければならない」との考えで
あり、子どもの権利の優先は徹底している。（ち
なみにこの里親さんはその後 3 人の子どもを養
子縁組したとの事だった）。 
なおカリフォルニアでは養子縁組しても子ども 

が 18 歳になるまで、里親手当とほぼ同額がもら
える（州によって違いはある）。 

社会的養護下の子ども 養子縁組の件数 人口
カリフォルニア州 40,165 6,305 約3913万人
日本 42,382 587 約1億2450万人
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視察を通じて 

 
また最近では、家族を得ることができなかった

若者に少なくとも一人信頼できる大人を探すユ
ース・パーマネンシーという取り組みや、LGBT
の子どもの支援にも力を入れているとのことだ
った。 

４．施設の減少とキンシップ里親の拡大 
 パーマネンシーと同様に重視されているのが、
キンシップ（親族、知人）を含む里親養育である。
社会的養護の子どもにも、一般の子どもと同じも
っとも制限の少ない環境、できる限り普通の生活
（normal life）の提供が基本となっている。里親
養育に不調やその他の問題はあるとしても、職員
が交代する施設養育はそれよりも子どもにとって
悪影響が大きく、治療的な短期の養育に限るべき
という考えは定説となっている。 

コロラド州の社会的養護の措置児童 3531 人の
うち、施設養育は 9.2％しかおらず、里親養育は
84.4％を占める。またキンシップ（手当あり、な
しを含めて）養育が全体の 38.5％を占める。 

2018 年の Family First 法は、施設養育を著しく
制限し、施設には連邦予算が最初の 14 日しか支
払われなくなった。例外は Qualified Residential 
Treatment Program という複雑なトラウマを抱え
る子どもを治療する施設のみである。 

コロラド州の児童福祉局長に日本では乳児院に
まだ多くの子どもがいると話したところ、アメリ
カにも昔はあったが 1970 年代になくなった。赤
ちゃんの里親を探すのは難しくないのに不思議だ
ね、まず赤ちゃんを育てる里親のリクルートから
始めてみれば？との意見だった。 
５．日本の児童福祉のこれから 

短い滞在の中でも、印象深かったことを挙げる。
まずは研究によりしっかりとしたエビデンスを構 
築していること、次にエビデンスに基づいた政策
の転換が行われていること、そして変革の速さで 
ある。例えばキンシップ養育は、以前は親に問題 
があれば祖父母や親戚にも問題があるのではない 
かとの考えから、それほど数が多くはなかった。 

 
しかしキンシップ養育の方が一般の里親養育より
不調が少なく、子どもの予後が良いことが RCTの
エビデンスで示されたことで、急激に増加してい
る。 

ケンプセンターも、単に研究をしている研究所
ではない。人材育成のための研修や、効果的なプ
ロ グ ラ ム を 全 米 に 広 げ て 定 着 さ せ る 役 割
（implementation science）にも力を入れている。
セーフ・ケアや DR、FGDM なども、彼らが地方
自治体に働きかけ、定着される役割を担っている。 

翻って日本をみると、虐待分野や社会的養護の
子どものエビデンスは非常に少ない。エビデンス
がないから、改革が進まないのではと思う事があ
る。日本でも個人の研究者や NPO で、良い実践
を広める活動している方はいるが数は少ない。長
期的に見れば、研究と優れた実践の普及に資金と
人材を投入する事は、日本の子どもを守るために
重要である。日本でも何が子どもの最善の利益な
のか、しっかりとしたエビデンスを出し、それに
もとづいた政策決定を行う体制づくりを進めるべ
きではないか。 

もう一つの特徴は、当事者（Lived Experts）の
意見を尊重して、政策が作られていること。社会
的養護を経験したユースももちろんだが、里親、
実親なども含まれる。コロラド州では、Lived 
Experts をメンバーに含めた児童福祉改革が進行
中とのことだった。 

最後に、言うまでもないが日本とアメリカの児
童福祉制度の違いは大きい。アメリカで学んでき
たことから、日本を変えていくには時間がかかる
かもしれない。しかし、渡航メンバーで学びを続
け、その志を忘れないようにしていきたい。 

※カリフォルニア州の数字は 2014 年 10 月時点のものであり、
養子縁組の件数は社会的養護からの養子縁組のみ。日本の養子縁
組件数は司法統計の特別養子縁組件数であり、民間の養子縁組も
含まれる。 

（日本財団 子ども事業本部長 高橋 恵里子） 
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おわりに 

 
 

12 人の視察団が、零下 17 度のコロラド州から帰って来て、約 3 ヶ月が経ちました。本報告書の「ま
とめ」の文章を書くために、集まった原稿を読み返していると、濃密な数日間のことを昨日のように思
い出します。 

海外視察研修の期間は、わずか１週間。いったい何がわかるというのか、と思われる方もいると思い
ます。翻訳ソフトや AI を駆使したら、最新の情報が日本語で読めるではないか、また、どうしても必要
ならオンラインで話を聞けば、わざわざ行かなくてもわかることではないか、という意見もあるでしょ
う。それでも、空路往復 20 時間以上かけて行って経験してきたことは、「行ったことで初めてわかるこ
と」「行くことによって真の意味がわかること」、そして、「行ったことで日本の課題がわかること」が確
かにあったのでした。私自身の経験で言うと、パーマネンシーの理念は何度も読んではいたけれども、
本当に身に沁みて理解するまでには到達していなかったと、今更ながら思います。予防的支援、
Differential Response、Kinship Care も同様です、知ってはいたけれども理解は浅いものでした。そし
て、何よりもよかったのは、視察先の、多様な人々、ケンプセンターやフォスターアメリカの方々、州
の職員や弁護士、郡の実践家、大学の研究者、そして、Lived Experience Experts の方々との濃厚な対
話の時間を持つことで、視察団の 12 人が同じ価値とミッションとビジョンを共有することができたこと
です。 

濃厚な１週間の学びの旅から日本に戻った後に、アクションを起こしていくために、まず、何から始
めていくといいのでしょうか。国内において、また、各地域において「何が不必要なのか」「何を残す
べきか」「何がもっと必要なのか」「何を創り出すのか」を、日々の実践に立ち戻りながら、振り返るこ
とが絶えず必要なことではないかと思っています。 

そして、「何を」を見つけ出し、施策や実践として実現するための拠り所は、本報告書の随所に出てく
る、「エビデンス」「Lived Experience Experts」「言葉を発することの困難な当事者の権利」です。グロ
ーバルに視野を広げ、見えていなかったこと、見ようとしていなかったことに、フォーカスを当てるこ
とで、見えてくるものはもっとあるはずです。厳寒のコロラド州での経験は豊かなものでしたが、それ
以上に、豊かなアクションが始まり広がっていくのが、今後とても楽しみです。 

 
最後に、本海外視察研修の企画に助成いただきました日本財団、日米の架け橋となって企画とコーデ

ィネーションと通訳までしていただいた畠山先生、コロラド州の多彩な人材を繋いで組織いただいたリ
サさんとアンジェラさん、貴重な時間を割いて教え語っていただいた、コロラド州の多くの皆さま、そ
ういった全ての方々に、厚く感謝の言葉を申し上げたいと思います。そして、その恩返しは、必ず具体
的な形として実現していきたいと思います。これは「おわりに」ではなく、ここからがスタート、始ま
りです。 
 

 2025 年 5 月 12 日       
西日本こども研修センターあかし 

センター長 藤林 武史 
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家庭養育推進及び児童虐待予防にかかる自治体職員向け海外視察研修 

報告書 
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西日本こども研修センターあかし 
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